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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
一
月
二
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
一
一
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

塩
山
市
大
字
上
萩
原
字
萩
原
山
四
七
八
三
番
の
二

旧

九
・
九
〜

九
九
六
・
一

地
先

二
〇
・
六

一
一
・
二
〜
　

七
六
五
・
〇

三
二
・
〇

新

一
一
・
五
〜
　

一
五
九
・
〇

一
五
・
〇

一
一
・
二
〜

七
六
五
・
〇

二
六
・
一

公
　
　
　
告

松
く
い
虫
駆
除
命
令
内
容
の
公
表

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
駆
除
命
令
を
行
う
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
区
域
及
び
期
間

１
　
区
域

塩
山
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
及
び

関
係
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

２
　
期
間

平
成
十
四
年
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
一
月
二
十
一
日
ま
で

二
　
森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三
　
行
う
べ
き
措
置
の
内
容

１

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て

薬
剤
を
散
布
し
、
若
し
く
は
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
し
、
又
は
当
該
樹
木
を

伐
倒
し
て
は
く
皮
し
、
並
び
に
松
く
い
虫
及
び
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る

こ
と
。

２

松
の
伐
採
跡
地
で
あ
っ
て
、
松
く
い
虫
が
付
着
し
、
又
は
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
根
株
の
存

す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
伐
採
跡
地
に
存
す
る
当
該
根
株
並
び
に
松
く

い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
に
薬
剤
を
散
布
し
、
又
は
当
該
根
株
を
は
く
皮

し
、
並
び
に
松
く
い
虫
及
び
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る
こ
と
。

３

松
く
い
虫
が
付
着
し
、
又
は
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木
そ
の
他

土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）
を
い
う
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
七
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
二
月
二
十
七
日

第
千
二
百
五
十
四
号

木　曜　日



以
下
同
じ
。）
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
伐
採
木
等
に
薬
剤
を
散
布
し
、
若
し
く

は
当
該
伐
採
木
等
を
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
し
、
又
は
当
該
伐
採
木
等
を
は
く
皮
し
、
並
び
に
松
く

い
虫
が
付
着
し
て
い
る
場
合
に
は
当
該
松
く
い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を

焼
却
す
る
こ
と
。

四
　
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
１
の
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
い
て
前
年
度
中
に
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
並
び
に
本
年
度
に
お
け
る
気
象
条
件
及
び
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
の
発
生
状
況

に
か
ん
が
み
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、

一
の
１
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

１

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、

森
林
病
害
虫
防
除
員
の
指
示
に

従
う
こ
と
。

２

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
三

に
掲
げ
る
樹
木
、
伐
採
跡
地
又
は
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地
域
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環

境
部
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
３
に
よ
り
申

請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該

措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
、
伐
採
跡
地
又
は
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地
域

を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
、
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

４

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
、
伐
採
跡
地
又
は
伐
採
木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、

一
の
２
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と

き
、
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

知
事
は
、
４
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け

る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る

額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
施
行
者
の
名
称

大
月
市

二
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で

三
　
施
行
地
区

大
月
市
大
月
一
丁
目
字
六
貫
メ
及
び
字
宮
原
の
一
部

四
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

大
月
駅
前
通
線
土
地
区
画
整
理
事
業

五
　
事
務
所
の
所
在
地

大
月
市
大
月
二
丁
目
六
番
二
十
号
　
大
月
市
役
所
内

六
　
施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
十
三
年
十
二
月
十
七
日

七
　
施
行
者
の
住
所

大
月
市
大
月
二
丁
目
六
番
二
十
号

八
　
公
告
の
方
法

大
月
市
役
所
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
梨
市
下
石
森
字
宮
ノ
前
七
の
一
、
七
の
二
、
八
の
一
、
八
の
二
、
一
二
の
一
、
一
五
、
一
六
、

一
七
、
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
、
二
四
、
二
五
、
二
七
、
二
八
、

二
九
の
一
、
二
九
の
二
、
三
〇
、
三
一
の
一
、
三
四
の
一
、
三
五
の
一
、
三
五
の
三
、
三
八
、
三
九
、

四
一
、
六
七
の
一
、
六
七
の
五
、
六
九
の
一
、
七
三
及
び
七
七
並
び
に
上
石
森
字
宮
ノ
前
一
一
二
三

の
三
、
一
一
二
六
及
び
一
一
二
七

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路
　
次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
　
　
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
及
び
山

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
七
四



梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号
　
株
式
会
社
オ
ギ
ノ
　
取
締
役
社
長
　
荻
野
寛
二

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
富

町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事
　
竹
野
　
金
造
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
六
四
二
番
地
　
平
成
十
三
年
九
月
三
十
日

同
　

小
林
　
昭
示
　
同
　
　
　
　
　
　
馬
籠
八
八
九
番
地
　

同

同
　

小
池
　
安
正
　
同
　
　
　
　
　
　
臼
井
阿
原
六
八
三
番
　
同

地

同
　

鮎
沢
　
豊
秋
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
〇
七
二
番
地
　
同

同
　

川
崎
　
孝
明
　
同
　
　
　
　
　
　
山
之
神
三
四
五
一
番
　
同

地

同
　

樋
口
　
逹
哉
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
〇
九
一
番
地
　
同

同
　

渡
辺
　
辰
夫
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
一
二
五
番
地
　
同

同
　

河
西
　
　
信
　
同
　
　
　
　
　
　
西
花
輪
四
六
番
地
　

同

同
　

小
澤
　
　
守
　
同
　
　
　
　
　
　
西
花
輪
一
三
一
五
番
　
同

地

同
　

樋
泉
　
弦
一
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
四
五
二
番
地
　
同

同
　

田
中
　
照
美
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
一
二
番
地
　

同

同
　

田
中
　
健
夫
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
三
七
二
番
地
　
同

同
　

村
松
　
拓
夫
　
同
　
　
　
　
　
　
藤
巻
一
五
六
一
番
地
　
同

同
　

保
坂
　
治
文
　
同
　
　
　
　
　
　
今
福
四
四
三
番
地
　

同

同
　

若
尾
　
茂
男
　
同
　
　
　
　
　
　
今
福
二
九
〇
番
地
　

同

同
　

森
本
　
　
烈
　
同
　
　
　
　
　
　
今
福
新
田
四
五
六
番
　
同

地

監
　
事
　
井
上
　
　
進
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
一
六
八
八
番
　
同

地

同
　

河
西
　
　
保
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
一
〇
九
番
地
　
同

同
　

小
林
　
直
造
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
一
八
〇
六
番
地
　
同

同
　

功
刀
　
　
宝
　
同
　
　
　
　
　
　
西
花
輪
二
六
六
〇
番
　
同

地
二

同
　

橘
田
　
康
雄
　
同
　
　
　
　
　
　
藤
巻
六
四
三
番
地
　

同

同
　

田
中
　
　
誠
　
同
　
　
　
　
　
　
大
田
和
八
七
一
番
地
　
同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

竹
野
　
金
造
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
六
四
二
番
地
　
平
成
十
三
年
十
月
一
日

同

鮎
沢
　
豊
秋
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
〇
七
二
番
地
　
同

一

同
　

河
西
　
　
信
　
同
　
　
　
　
　
　
西
花
輪
四
六
番
地
　

同

同
　

石
原
　
文
雄
　
同
　
　
　
　
　
　
今
福
新
田
五
二
五
番
　
同

地
一

同
　

川
崎
　
孝
明
　
同
　
　
　
　
　
　
山
之
神
三
四
五
一
番
　
同

地

同
　

樋
口
　
逹
哉
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
〇
九
一
番
地
　
同

同
　

渡
辺
　
辰
夫
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
二
六
八
番
地
　
同

六

同
　

小
池
甲
子
男
　
同
　
　
　
　
　
　
臼
井
阿
原
一
〇
〇
六
　
同

番
地
一

同
　

鮎
沢
　
義
博
　
同
　
　
　
　
　
　
西
花
輪
三
〇
九
番
地
　
同

同
　

田
中
　
照
美
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
一
二
番
地
　

同

同
　

樋
泉
　
　
明
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
五
一
七
番
地
　
同

同
　

田
中
　
健
夫
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
三
七
二
番
地
　
同

同
　

小
林
　
昭
示
　
同
　
　
　
　
　
　
馬
籠
八
八
九
番
地
　

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
七
五



同
　

佐
々
木
　
一
　
同
　
　
　
　
　
　
藤
巻
一
五
八
〇
番
地
　
同

同
　

森
本
　
修
二
　
同
　
　
　
　
　
　
今
福
一
九
一
番
地

同

同
　

塚
田
　
洋
行
　
同
　
　
　
　
　
　
藤
巻
三
〇
三
三
番
地
　
同

監
　
事

井
上
　
　
進
　
同
　
　
　
　
　
　
東
花
輪
一
六
八
八
番
　
同

地

同
　

河
西
　
　
保
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
二
一
〇
九
番
地
　
同

同
　

小
林
　
直
造
　
同
　
　
　
　
　
　
布
施
一
八
〇
六
番
地
　
同

同
　

功
刀
　
千
里
　
同
　
　
　
　
　
　
西
花
輪
二
六
二
六
番
　
同

地

同
　

田
中
　
　
誠
　
同
　
　
　
　
　
　
大
田
和
八
七
一
番
地
　
同

同
　

村
松
　
正
文
　
同
　
　
　
　
　
　
藤
巻
一
四
七
九
番
地
　
同

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

別
表
第
一
中

「

二
七
〇
　
甲
府
市
朝
日
三
丁
目
八
番
一
号
先（

横
沢
橋
東
詰

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

市
道
朝
日
塩
部
線
と
そ
の
他
の
道
路

告
示
第
四
四
号

と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「

二
七
〇

甲
府
市
朝
日
三
丁
目
八
番
一
号
先（

横
沢
橋
東
詰

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

市
道
朝
日
塩
部
線
と
そ
の
他
の
道
路

告
示
第
四
四
号

と
の
十
字
路
交
差
点
）

二
七
一

甲
府
市
和
戸
町
一
四
五
番
地
先
（
市

和
戸
南

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

道
甲
運
六
号
線
と
市
道
上
阿
原
和
戸

告
示
第
五
五
号

線
と
市
道
甲
運
五
号
線
と
の
十
字
路

交
差
点
）

」

に
、

「

三
三
一

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
三
、
五
三

田
富
西
ラ
ン
プ

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

四
番
地
の
一
先
（
県
道
韮
崎
櫛
形
豊

告
示
第
四
七
号

富
線
（
新
山
梨
環
状
道
路
）
と
県
道

甲
府
市
川
大
門
線
昭
和
バ
イ
パ
ス
と

の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

三
三
一

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
三
、
五
三

田
富
西
ラ
ン
プ

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

四
番
地
の
一
先
（
県
道
韮
崎
櫛
形
豊

告
示
第
四
七
号

富
線
（
新
山
梨
環
状
道
路
）
と
県
道

甲
府
市
川
大
門
線
昭
和
バ
イ
パ
ス
と

の
丁
字
路
交
差
点
）

三
三
二

甲
府
市
向
町
三
八
二
番
地
先
（
市
道

向
町
北

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

向
和
戸
線
と
市
道
向
国
玉
線
と
の
十

告
示
第
五
五
号

字
路
交
差
点
）

三
三
三

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
六
九
二

新
居
南

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

番
地
先
（
県
道
敷
島
田
富
線
（
都
市

告
示
第
五
五
号

計
画
道
路
田
富
町
敷
島
線
）
と
町
道

竜
王
田
中
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

八
〇

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
一
、
九
一
二
番

韮
崎
北
東
小
西

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

地
先
（
農
道
幹
線
一
号
線
と
市
道
と

告
示
第
四
七
号

の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

八
〇

韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
一
、
九
一
二
番

韮
崎
北
東
小
西

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

地
先
（
農
道
幹
線
一
号
線
と
市
道
と

告
示
第
四
七
号

の
丁
字
路
交
差
点
）

八
一

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
三
、
六
四
七

鳥
ヶ
池

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

番
地
先
（
町
道
大
屋
敷
横
町
線
と
町

告
示
第
五
五
号

道
登
美
団
地
大
屋
敷
線
と
の
丁
字
路

交
差
点
）

」

に
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
七
六



「

五
九

北
巨
摩
郡
高
根
町
箕
輪
七
一
五
番
地

た
か
ね
の
湯
南

平
成
一
三
年
八
月
九
日

の
一
先
（
国
道
一
四
一
号
と
広
域
農

告
示
第
三
二
号

道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「

五
九

北
巨
摩
郡
高
根
町
箕
輪
七
一
五
番
地

た
か
ね
の
湯
南

平
成
一
三
年
八
月
九
日

の
一
先
（
国
道
一
四
一
号
と
広
域
農

告
示
第
三
二
号

道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

六
〇

北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
八
、
二
四

石
堂
上

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

〇
番
地
の
二
、
四
九
三
先
（
村
道
大

告
示
第
五
五
号

泉
寺
畑
線
と
村
道
石
堂
第
二
号
線
と

の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

四
四

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
七
七
四
番

最
勝
寺
中
央
会

平
成
一
三
年
二
月
一
五
日

地
の
三
先
（
町
道
最
勝
寺
小
林
一
号

館
前

告
示
第
四
号

線
と
町
道
最
勝
寺
青
柳
三
号
線
と
の

十
字
路
交
差
点
）

」

を「

四
四

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
七
七
四
番

最
勝
寺
中
央
会

平
成
一
三
年
二
月
一
五
日

地
の
三
先
（
町
道
最
勝
寺
小
林
一
号

館
前

告
示
第
四
号

線
と
町
道
最
勝
寺
青
柳
三
号
線
と
の

十
字
路
交
差
点
）

四
五

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
一
三
六
番
地

文
化
会
館
東

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

の
七
先
（
町
道
長
沢
青
柳
線
と
町
道

告
示
第
五
五
号

天
神
中
条
長
沢
三
号
線
と
の
十
字
路

交
差
点
）

四
六

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
九
番
地
の

大
久
保

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

一
先
（
町
道
戸
川
添
一
号
線
と
町
道

告
示
第
五
五
号

八
丁
山
線
と
町
道
大
久
保
一
号
線
と

の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

三
二

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
下
大
鳥
居
七

富
士
川
大
橋

平
一
〇
・
九
・
一
四

六
八
番
地
の
一
先
（
県
道
市
川
大
門

告
示

鰍
沢
線
バ
イ
パ
ス
と
富
士
川
西
部
広

第
四
五
号

域
農
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を

「

三
二

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
下
大
鳥
居
七

富
士
川
大
橋

平
成
一
〇
年
九
月
一
四
日

六
八
番
地
の
一
先
（
県
道
市
川
大
門

告
示
第
四
五
号

鰍
沢
線
バ
イ
パ
ス
と
富
士
川
西
部
広

域
農
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

三
三

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
三
、
七
五
〇

富
士
見
団
地
入

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

番
地
の
一
先
（
国
道
一
四
〇
号
と
町

口

告
示
第
五
五
号

道
向
新
田
八
号
線
と
の
十
字
路
交
差

点
）

」

に
、

「

一
三
七

東
八
代
郡
八
代
町
南
一
、
一
九
〇
番

県
営
八
代
団
地

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

地
の
一
先
（
県
道
甲
府
八
代
線
と
町

入
口

告
示
第
四
七
号

道
一
一
四
号
線
と
町
道
一
四
二
号
線

と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「

一
三
七

東
八
代
郡
八
代
町
南
一
、
一
九
〇
番

県
営
八
代
団
地

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

地
の
一
先
（
県
道
甲
府
八
代
線
と
町

入
口

告
示
第
四
七
号

道
一
一
四
号
線
と
町
道
一
四
二
号
線

と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
三
八

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
八
六
番
地
の

硯
水
西

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

一
先
（
町
道
七
号
線
と
町
道
三
一
一

告
示
第
五
五
号

号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

一
三
九

東
八
代
郡
一
宮
町
金
田
一
、
一
四
七

金
田
駐
在
所
前

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

番
地
の
一
先
（
町
道
末
木
坪
井
線
と

告
示
第
五
五
号

町
道
金
田
塩
田
線
と
町
道
金
田
北
都

塚
線
と
の
十
字
架
交
差
点
）

」

に
、

「

六
一

東
山
梨
郡
勝
沼
町
勝
沼
三
、
四
七
〇

深
沢
入
口

平
成
一
三
年
一
一
月
一
日

番
地
先
（
国
道
二
〇
号
と
県
道
深
沢

告
示
第
四
四
号

等
々
力
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

六
一

東
山
梨
郡
勝
沼
町
勝
沼
三
、
四
七
〇

深
沢
入
口

平
成
一
三
年
一
一
月
一
日

番
地
先
（
国
道
二
〇
号
と
県
道
深
沢

告
示
第
四
四
号

等
々
力
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

六
二

塩
山
市
上
井
尻
六
〇
七
番
地
先
（
市

清
水
寺
西

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

道
上
井
尻
二
七
号
線
と
市
道
上
井
尻

告
示
第
五
五
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
七
七



二
八
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

四
四

都
留
市
大
野
三
五
三
番
地
の
二
先（

附
属
小
学
校
前

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

県
道
都
留
道
志
線
と
市
有
道
路
と
の

告
示
第
四
七
号

丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

四
四

都
留
市
大
野
三
五
三
番
地
の
二
先（

附
属
小
学
校
前

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

県
道
都
留
道
志
線
と
市
有
道
路
と
の

告
示
第
四
七
号

丁
字
路
交
差
点
）

四
五

都
留
市
上
谷
二
丁
目
五
番
三
〇
号
先

城
南
公
園
前

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

（
県
道
高
畑
谷
村
停
車
場
線
と
市
道

告
示
第
五
五
号

谷
村
町
駅
前
通
り
線
と
市
道
上
谷
家

中
川
通
り
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

四
六

南
都
留
郡
秋
山
村
三
、
二
五
三
番
地

秋
山
ト
ン
ネ
ル

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

先
（
県
道
四
日
市
場
上
野
原
線
と
村

南

告
示
第
五
五
号

道
田
野
入
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

一
二
八

南
都
留
郡
足
和
田
村
大
嵐
五
五
九
番

大
嵐
小
学
校
前

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

地
先
（
県
道
鳴
沢
河
口
湖
線
と
村
道

告
示
第
四
七
号

二
〇
二
号
線
と
村
道
二
、
〇
一
六
号

線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「

一
二
八

南
都
留
郡
足
和
田
村
大
嵐
五
五
九
番

大
嵐
小
学
校
前

平
成
一
三
年
一
一
月
八
日

地
先
（
県
道
鳴
沢
河
口
湖
線
と
村
道

告
示
第
四
七
号

二
〇
二
号
線
と
二
、
〇
一
六
号
線
と

の
十
字
路
交
差
点
）

一
二
九

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
〇
五
三
番

東
京
電
力
東

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

地
の
二
先
（
市
道
あ
ら
や
中
宿
線
と

告
示
第
五
五
号

市
道
吉
祥
寺
線
と
の
十
字
路
交
差
点

）

」

に
、

「

二
五

北
都
留
郡
上
野
原
町
四
方
津
四
一
七

巌
中
入
口

平
成
一
二
年
一
二
月
一
四
日

番
地
先
（
国
道
二
〇
号
と
町
道
巌
中

告
示
第
五
一
号

学
校
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

」

を「

二
五

北
都
留
郡
上
野
原
町
四
方
津
四
一
七

巌
中
入
口

平
成
一
二
年
一
二
月
一
四
日

番
地
先
（
国
道
二
〇
号
と
町
道
巌
中

告
示
第
五
一
号

学
校
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

二
六

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
三
、
七

上
野
原
役
場
東

平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

七
九
番
地
先
（
町
道
南
裏
線
と
町
道

告
示
第
五
五
号

田
町
寺
畑
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「

六
七
二

コ
モ
ア

北
都
留
郡
上
野
原
町
四

大
型
自

終
日

上
野

平
成
一
三
年
一
一
月

西
一
一

方
津
二
、
五
五
四
番
地

動
車
、

原
　

一
日

号
線
　

の
五
先
（
コ
モ
ア
四
方

大
型
特

告
示
第
四
四
号

津
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
西
側
　
殊
自
動

出
入
口
）
か
ら
北
都
留

車

郡
上
野
原
町
四
方
津
二

、
五
一
八
番
地
の
四
先

（
県
道
野
田
尻
四
方
津

停
車
場
線
と
の
交
差
点

）
ま
で
の
両
側
（
七
五

〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「

六
七
二
　
コ
モ
ア
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
四
　
大
型
自
　
終
日
　

上
野
　
平
成
一
三
年
一
一
月

西
一
一
　
方
津
二
、
五
五
四
番
地
　
動
車
、

原
　

一
日

号
線

の
五
先
（
コ
モ
ア
四
方
　
大
型
特
　

告
示
第
四
四
号

津
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
西
側
　
殊
自
動

出
入
口
）
か
ら
北
都
留

車

郡
上
野
原
町
四
方
津
二

、
五
一
八
番
地
の
四
先

（
県
道
野
田
尻
四
方
津

停
車
場
線
と
の
交
差
点

）
ま
で
の
両
側
（
七
五

〇
メ
ー
ト
ル
）

六
七
三
　
町
道
四
　
東
八
代
郡
石
和
町
小
石
　
車
両
（

日
曜
等
　
石
和
　
平
成
一
三
年
一
二
月

一
八
号
　
和
一
四
四
番
地
先
（
斉
　
軽
車
両
　
県
の
休
　

二
七
日

線
　

藤
猛
方
西
側
）
か
ら
東
　
及
び
沿
　
日
を
除
　

告
示
第
五
五
号

八
代
郡
石
和
町
小
石
和
　
道
家
屋
　
く
七
時

一
五
〇
番
地
先
（
石
井
　
関
係
車
　
か
ら
九

虎
男
方
東
側
）
ま
で
（

両
を
除
　
時
ま
で

一
〇
五
メ
ー
ト
ル
）

く
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
七
八



六
七
四
　
市
道
　

塩
山
市
下
於
曽
一
、
〇
　
車
両
（

日
曜
・
　
塩
山
　
平
成
一
三
年
一
二
月

三
〇
番
地
先
（
小
沢
な
　
軽
車
両
　
休
日
を
　

二
七
日

つ
子
方
東
側
）
か
ら
塩
　
を
除
く
　
除
く
七
　

告
示
第
五
五
号

山
市
下
於
曽
九
六
九
番

。）

時
か
ら

地
先
（
吉
田
祐
理
方
東
　

九
時
ま

側
）
ま
で
（
一
〇
〇
メ
　

で
及
び

ー
ト
ル
）

一
三
時

か
ら
一

五
時
ま

で

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「

四
三
七

町
道
芦

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
二

車
両

車
両
通
行

市
川

平
成
一
三
年
一

川
橋
三

、
九
五
四
番
地
の
一
先（

北
か
ら
南

一
月
八
日

郡
橋
線

清
洲
橋
西
詰
）
か
ら
西
八

へ
終
日

告
示
第
四
七
号

代
郡
市
川
大
門
町
二
、
九

〇
〇
番
地
の
二
先
（
新
田

橋
西
詰
）
ま
で
（
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
）

」

を「

四
三
七

町
道
芦

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
二

車
両

車
両
進
行

市
川

平
成
一
三
年
一

川
橋
三

、
九
五
四
番
地
の
一
先（

北
か
ら
南

一
月
八
日

郡
橋
線

清
洲
橋
西
詰
）
か
ら
西
八

へ
終
日

告
示
第
四
七
号

代
郡
市
川
大
門
町
二
、
九

〇
〇
番
地
の
二
先
（
新
田

橋
西
詰
）
ま
で
（
二
〇
〇

メ
ー
ト
ル
）

四
三
八

国
道
一

甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番

車
両

車
両
進
行

甲
府

平
成
一
三
年
一

四
〇
号

地
先
（
十
郎
橋
西
交
差
点

国
道
一
四

二
月
二
七
日

左
折
導
流
部
）（
二
〇
メ

〇
号
（
西

告
示
第
五
五
号

ー
ト
ル
）

関
東
連
絡

道
路
）
か

ら
国
道
一

四
〇
号
（

現
道
）
方

向
へ
終
日

四
三
九

国
道
一

甲
府
市
横
根
町
九
五
一
番

車
両

車
両
進
行

甲
府

平
成
一
三
年
一

四
〇
号

地
の
二
先
（
英
和
学
院
前

国
道
一
四

二
月
二
七
日

ロ
ー
タ
リ
ー
入
口
交
差
点

〇
号
（
西

告
示
第
五
五
号

）
か
ら
甲
府
市
横
根
町
九

関
東
連
絡

四
六
番
地
の
二
先
（
英
和

道
路
）
か

学
院
正
門
前
交
差
点
）
ま

ら
英
和
学

で
（
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

院
正
門
方

向
へ
終
日

四
四
〇

町
道
一

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
三
年
一

〇
号
線

居
一
〇
五
番
地
先
（
築
地

北
か
ら
東

府

二
月
二
七
日

新
居
北
交
差
点
）
ま
で（

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

三
五
メ
ー
ト
ル
）

四
四
一

県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井
阿

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

原
一
、
六
四
一
番
地
の
七

西
か
ら
東

府

二
月
二
七
日

豊
富
線

先
（
内
回
り
本
線
分
離
部

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

（
新
山

）
か
ら
中
巨
摩
郡
田
富
町

梨
環
状

山
之
神
三
、
五
三
四
番
地

道
路
田

の
一
先
（
田
富
西
ラ
ン
プ

富
西
ラ

交
差
点
）
ま
で
（
二
二
〇

ン
プ
内

メ
ー
ト
ル
）

オ
フ
ラ

ン
プ
ウ

ェ
イ
）

四
四
二

県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

三
、
五
三
四
番
地
の
一
先

東
か
ら
西

府

二
月
二
七
日

豊
富
線

（
田
富
西
ラ
ン
プ
交
差
点

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

（
新
山

）
か
ら
中
巨
摩
郡
田
富
町

梨
環
状

臼
井
阿
原
一
、
六
四
一
番

道
路
田

地
の
一
一
先
（
外
回
り
本

富
西
ラ

線
合
流
部
）
ま
で
（
二
三

ン
プ
内

五
メ
ー
ト
ル
）

オ
ン
ラ

ン
プ
ウ

ェ
イ
）

四
四
三

県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井
阿

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

原
一
、
五
七
七
番
地
の
四

東
か
ら
西

府

二
月
二
七
日

豊
富
線

二
先
（
田
富
西
ラ
ン
プ
内

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

（
新
山

オ
ン
ラ
ン
プ
分
離
部
）
か

梨
環
状

ら
中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井

道
路
連

阿
原
一
、
五
七
七
番
地
の

絡
道
路

四
三
先
（
山
梨
貨
物
自
動

）

車
北
側
）
ま
で
（
五
〇
メ

ー
ト
ル
）

四
四
四

町
道
上

中
巨
摩
郡
竜
王
町
万
才
二

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
三
年
一

手
古
谷

九
三
番
地
の
一
先
（
飯
窪

西
か
ら
南

府

二
月
二
七
日

線

方
南
側
）
か
ら
中
巨
摩
郡

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

竜
王
町
万
才
二
八
六
番
地

先
（
万
才
交
差
点
北
側
）

ま
で
（
七
五
メ
ー
ト
ル
）

四
四
五

町
道

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
四

車
両

車
両
進
行

南
甲

平
成
一
三
年
一

、
一
八
二
番
地
先
（
新
居

北
か
ら
南

府

二
月
二
七
日

南
交
差
点
南
東
側
丁
字
路

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
七
九



交
差
点
南
側
）
か
ら
中
巨

摩
郡
竜
王
町
篠
原
四
、
一

八
八
番
地
先
（
小
林
敏
明

方
北
側
交
差
点
北
側
）
ま

で
（
八
〇
メ
ー
ト
ル
）

四
四
六

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

二
、
一
六
五
番
地
先
（
若

本
線
方
面

原

二
月
二
七
日

豊
富
線

草
ラ
ン
プ
入
口
交
差
点
）

か
ら
県
道

告
示
第
五
五
号

（
新
山

か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

若
草
双
葉

梨
環
状

中
条
二
、
一
四
一
番
地
先

線
方
面
へ

道
路
若

（
Ｄ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の

終
日

草
ラ
ン

接
続
部
）
ま
で
（
三
三
五

プ
内
Ａ

メ
ー
ト
ル
）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
四
七

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
二
、
一
四
一
番
地
先
（
Ｄ

県
道
若
草

原

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の
接
続
　

双
葉
線
方

告
示
第
五
五
号

（
新
山

部
）
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
　

面
か
ら
本

梨
環
状
　
町
鏡
中
条
二
、
一
六
五
番
　

線
方
面
へ

道
路
若
　
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
入
口
　

終
日

草
ラ
ン
　
交
差
点
）
ま
で
（
三
三
五

プ
内
Ａ
　
メ
ー
ト
ル
）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
四
八

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

二
、
一
六
〇
番
地
の
一
先

県
道
若
草

原

二
月
二
七
日

豊
富
線

（
Ａ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の

双
葉
線
方

告
示
第
五
五
号

（
新
山

分
離
部
）
か
ら
中
巨
摩
郡
　

面
か
ら
本

梨
環
状

若
草
町
鏡
中
条
二
、
一
六
　

線
方
面
へ

道
路
若

一
番
地
の
一
先
（
内
回
り
　

終
日

草
ラ
ン

本
線
合
流
部
）
ま
で
（
二

プ
内
Ｂ

七
〇
メ
ー
ト
ル
）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
四
九

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
二
、
一
二
九
番
地
先
（
外

本
線
方
面

原

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
回
り
本
線
分
離
部
）
か
ら

か
ら
県
道

告
示
第
五
五
号

（
新
山

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

若
草
双
葉

梨
環
状
　
二
、
一
四
一
番
地
先
（
Ａ

線
方
面
へ

道
路
若
　
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の
接
続

終
日

草
ラ
ン
　
部
）
ま
で
（
二
七
〇
メ
ー

プ
内
Ｄ
　
ト
ル
）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
五
〇
　
県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

二
、
一
五
六
番
地
先
（
若

西
か
ら
Ｂ

原

二
月
二
七
日

豊
富
線

草
ラ
ン
プ
交
差
点
）
か
ら

ラ
ン
プ
ウ

告
示
第
五
五
号

（
新
山

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
　

ェ
イ
と
の

梨
環
状

二
、
一
八
〇
番
地
先
（
Ｂ
　

合
流
部
方

道
路
若

ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の
合
流
　

面
へ
終
日

草
ラ
ン

部
）
ま
で
（
一
一
五
メ
ー

プ
内
Ｆ

ト
ル
）

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
五
一

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

一
、
五
〇
四
番
地
の
二
先

西
か
ら
東

原

二
月
二
七
日

豊
富
線

（
油
川
上
流
側
道
橋
西
詰

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

（
新
山

）
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
町

梨
環
状

鏡
中
条
二
、
一
五
六
番
地

道
路
連

先
（
若
草
ラ
ン
プ
交
差
点

絡
道
路

）
ま
で
（
一
二
五
メ
ー
ト

）

ル
）

四
五
二

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

車
両

車
両
進
行

小
笠

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形

二
、
一
四
一
番
地
先
（
Ａ

東
か
ら
西

原

二
月
二
七
日

豊
富
線

ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の
接
続

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

（
新
山

部
）
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草

梨
環
状

町
鏡
中
条
一
、
五
〇
六
番

道
路
連

地
先
（
油
川
橋
下
流
側
道

絡
道
路

橋
西
詰
）
ま
で
（
一
二
五

）

メ
ー
ト
ル
）

四
五
三

県
道
長

北
巨
摩
郡
長
坂
町
長
坂
上

車
両

車
両
進
行

長
坂

平
成
一
三
年
一

坂
高
根

条
二
、
〇
四
〇
番
地
先（

西
か
ら
東

二
月
二
七
日

線

清
光
寺
坂
上
交
差
点
東
側

へ
終
日

告
示
第
五
五
号

）
か
ら
北
巨
摩
郡
長
坂
町

大
八
田
六
、
六
一
八
番
地

先
（
東
京
光
音
電
波
㈱
長

坂
工
場
東
側
）
ま
で
（
五

〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「

一
八
四

県
　
道

西
八
代
郡
下
部
町
三

東
進
す

終
　
日

市
川

平
一
一
・
一
二
・
二
〇

市
川
大

沢
七
二
三
番
地
の
一

る
大
型
　

告
示

門
下
部
　
先
（
町
道
字
野
尾
線
　
自
動
車
　

第
五
〇
号

身
延
線
　
と
の
丁
字
路
交
差
点
　
、
大
型

西
側
）

特
殊
自

動
車
（

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
〇



マ
イ
ク

ロ
バ
ス

を
除
く

。）

」

を「

一
八
四
　
県
道
市

西
八
代
郡
下
部
町
三

東
進
す

終
日

市
川

平
成
一
一
年
一
二
月
二

川
大
門

沢
七
二
三
番
地
の
一
　
る
大
型
　

〇
日

下
部
身

先
（
町
道
字
野
尾
線

自
動
車

告
示
第
五
〇
号

延
線
　

と
の
丁
字
路
交
差
点
　
、
大
型

西
側
）

特
殊
自

動
車
（

マ
イ
ク

ロ
バ
ス

を
除
く

。）

一
八
五

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

南
進
す

終
日

小
笠

平
成
一
三
年
一
二
月
二

崎
櫛
形

中
条
二
、
一
五
六
番

る
車
両

原

七
日

豊
富
線
　
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　

交
差
点
）

梨
環
状

道
路
若

草
ラ
ン

プ
内
Ａ

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

一
八
六
　
県
道
高
　
南
巨
摩
郡
富
沢
町
福
　
東
進
す
　
終
日

南
部
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

瀬
富
沢
　
士
二
四
、
五
五
九
番
　
る
車
両
　

七
日

線
　

地
の
二
先
（
中
華
料

告
示
第
五
五
号

理
珍
竹
林
南
側
）

一
八
七
　
県
道
市
　
山
梨
市
北
一
七
六
番
　
北
進
す
　
終
日

日
下
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

之
蔵
山
　
地
先
（
八
幡
橋
西
詰
　
る
車
両

部

七
日

線

Ｙ
字
路
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「

四
二
九

県
　
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳

南
進
す

終
日

鰍
沢
　
　
平
成
一
三
年
三
月

増
穂
若
　
一
、
三
二
二
番
地
の
一
　
る
車
両
　

一
日

草
線
　

先
（
追
分
交
差
点
）

告
示
第
九
号

」

を「

四
二
九
　
県
道
増
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
　
南
進
す
　
終
日

鰍
沢

平
成
一
三
年
三
月

穂
若
草
　
一
、
三
二
二
番
地
の
一
　
る
車
両
　

一
日

線
　

先
（
追
分
交
差
点
）

告
示
第
九
号

四
三
〇
　
県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
　
北
進
す
　
終
日

小
笠
原

平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形
　
条
二
、
一
五
六
番
地
先
　
る
車
両
　

月
二
七
日

豊
富
線
　
（
若
草
ラ
ン
プ
交
差
点

告
示
第
五
五
号

（
新
山

）

梨
環
状

道
路
若

草
ラ
ン

プ
内
Ａ

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
三
一
　
県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中

北
進
す

終
日

小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形

条
二
、
一
八
〇
番
地
先
　
る
車
両

月
二
七
日

豊
富
線
　
（
Ｂ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
の
合
流
部
）

梨
環
状

道
路
若

草
ラ
ン

プ
内
Ｆ

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

四
三
二
　
国
道
五
　
南
巨
摩
郡
富
沢
町
福
士

南
進
す

終
日

南
部
　

平
成
一
三
年
一
二

二
号

二
四
、
五
五
九
番
地
の
　
る
大
型
　

月
二
七
日

二
先
（
中
華
料
理
珍
竹
　
自
動
車
　

告
示
第
五
五
号

林
南
側
）

、
大
型

特
殊
自

動
車

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「

八
二
七

町
　
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
一
二
六
番
地

一
　
鰍
沢
　
四
九
・
四
・
一
一

の
一
先
（
志
村
国
男
方
前
）

一
六
号

」

を「

八
二
七
　

町
道
青

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
一
三
六
番
地
　
一
　
鰍
沢

平
成
一
三
年
一
二

柳
長
沢

の
七
先
（
文
化
会
館
東
交
差
点
）

月
二
七
日

線
　

告
示
第
五
五
号

」

に
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
一



「

九
八
五

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
窪
中
島
二
〇
四
番
　
一
　
石
和
　
四
九
・
四
・
一
一

白
井
河

地
先
（
英
和
幼
稚
園
前
）

一
六
号

原
石
和

線

」

を「

九
八
五
　

県
道
白

東
八
代
郡
石
和
町
窪
中
島
一
八
九
番
　
一
　
石
和

平
成
一
三
年
一
二

井
河
原

地
先
（
英
和
幼
稚
園
北
側
）

月
二
七
日

八
田
線
　

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

一
、
〇
〇
四

県
　
道

東
八
代
郡
一
宮
町
金
田
一
、
一
四
三
　
三
　
石
和

平
七
・
一
・
三
〇

荒
屋
一

番
地
の
一
先
（
金
田
駐
在
所
前
交
差
　

告
示

宮
線

点
）

第
四
号

」

を「

一
、
〇
〇
四
　
県
道
末

東
八
代
郡
一
宮
町
金
田
一
、
一
四
七
　
四
　
石
和
　
平
成
一
三
年
一
二

木
坪
井

番
地
の
一
先
（
金
田
駐
在
所
前
交
差

月
二
七
日

線
　

点
）

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

一
、
九
八
一

国
　
道

甲
府
市
桜
井
町
九
六
四
番
地
先
（
十
　
三
　
甲
府
　
五
一
・
一
一
・
一

一
四
〇

郎
橋
西
交
差
点
）

〇

号
線
　

三
八
号

」

を「

一
、
九
八
一
　
国
道
一

甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番
地
先
（
十
　
五
　
甲
府

平
成
一
三
年
一
二

四
〇
号

郎
橋
西
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

二
、
〇
五
七
　
町
　
道

北
巨
摩
郡
長
坂
町
長
坂
上
条
二
、
〇
　
一
　
長
坂
　
五
二
・
九
・
三

四
〇
番
地
先
（
北
沢
バ
ル
ブ
前
）

三
〇
号

」

を「

二
、
〇
五
七
　
県
道
長

北
巨
摩
郡
長
坂
町
長
坂
上
条
二
、
〇
　
四
　
長
坂
　
平
成
一
三
年
一
二

坂
高
根

四
〇
番
地
先
（
清
光
寺
坂
上
交
差
点

月
二
七
日

線
　

）

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

二
、
一
一
二

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
八
二
番
地
先
　
一
　
石
和
　
五
二
・
一
二
・
一

二
〇
六
（
砂
原
清
泰
方
）
南
側
交
差
点
　

二

号
線
　

四
四
号

」

を「

二
、
一
一
二
　
町
道
七

東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
八
六
番
地
の

一

石
和

平
成
一
三
年
一
二

号
線

一
先
（
硯
水
西
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

二
、
一
二
五

市
　
道

都
留
市
上
谷
一
丁
目
五
番
二
一
号
先

一

都
留

五
二
・
一
二
・
一

谷
村
駅

（
栄
嘉
堂
商
店
）
北
側

二

前
通
り

四
四
号

線

」

を「

二
、
一
二
五

県
道
高

都
留
市
上
谷
二
丁
目
五
番
三
〇
号
先

一

都
留

平
成
一
三
年
一
二

畑
谷
村

（
城
南
公
園
前
交
差
点
）

月
二
七
日

停
車
場

告
示
第
五
五
号

線

」

に
、

「

二
、
八
二
一

県
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
、
五
一
四

二

南
甲

六
〇
・
一
・
一
七

甲
府
市
　
番
地
先
（
昭
和
水
源
入
口
）

府
　

一
号

川
大
門

線
（
昭

和
バ
イ

パ
ス
）

」

を「

二
、
八
二
一

県
道
甲

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
、
五
一
四

三

南
甲

平
成
一
三
年
一
二

府
市
川

番
地
先
（
昭
和
水
源
入
口
交
差
点
）

府
　

月
二
七
日

大
門
線
　

告
示
第
五
五
号

（
昭
和

バ
イ
パ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
二



ス
）

」

に
、

「

三
、
五
〇
〇

県
　
道

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
向
新
田
三
、

一

市
川

六
三
・
一
一
・
一

甲
府
市
　
七
五
二
番
地
の
一
先
（
富
士
見
団
地

〇

川
大
門

入
口
交
差
点
）

第
二
八
号

線
（
市

川
大
門

バ
イ
パ

ス
）

」

を「

三
、
五
〇
〇
　
国
道
一
　
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
三
、
七
五
〇
　
二
　
市
川
　
平
成
一
三
年
一
二

四
〇
号
　
番
地
の
一
先
（
富
士
見
団
地
入
口
交
　

月
二
七
日

差
点
）

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

三
、
七
五
五

町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
四
方
津
一
、
八
　
一

上
野

平
三
・
九
・
三
〇

六
四
番
地
先
（
コ
モ
ア
四
方
津
入
口
　

原
　

第
二
四
号

交
差
点
）

」

を「

三
、
七
五
五

国
道
二
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
四
方
津
一
、
八
　
二

上
野

平
成
一
三
年
一
二

〇
号

六
四
番
地
先
（
コ
モ
ア
四
方
津
入
口

原
　

月
二
七
日

交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

四
、
〇
〇
六

県
　
道

南
都
留
郡
秋
山
村
三
、
二
三
五
番
地
　
一
　
都
留

平
七
・
三
・
一
六

四
日
市

先
（
秋
山
ト
ン
ネ
ル
南
側
）

告
示

場
上
野

第
一
五
号

原
線

」

を「

四
、
〇
〇
六

県
道
四
　
南
都
留
郡
秋
山
村
三
、
二
五
三
番
地

三

都
留

平
成
一
三
年
一
二

日
市
場

先
（
秋
山
ト
ン
ネ
ル
南
交
差
点
）

月
二
七
日

上
野
原
　

告
示
第
五
五
号

線

」

に
、

「

四
、
〇
六
四

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
一
〇
五

四

南
甲

平
一
一
・
一
・
二

一
〇
号
　
番
地
先
（
築
地
新
居
北
交
差
点
）

府
　

八

線
　

告
示

第
六
号

」

を「

四
、
〇
六
四

町
道
一

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
一
〇
五

五

南
甲

平
成
一
三
年
一
二

〇
号
線

番
地
先
（
築
地
新
居
北
交
差
点
）

府
　

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

四
、
〇
九
二
　
町
　
道

東
八
代
郡
一
宮
町
国
分
一
、
一
六
六
　
一
　
石
和
　
平
八
・
二
・
五

番
地
先
（
四
の
橋
北
詰
交
差
点
）

告
示
第
五
号

」

を「

四
、
〇
九
二

県
道
山
　
東
八
代
郡
一
宮
町
国
分
一
、
一
六
六
　
二
　
石
和
　
平
成
一
三
年
一
二

梨
御
坂

番
地
先
（
四
の
橋
北
詰
交
差
点
）

月
二
七
日

線
　

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

四
、
二
四
一

県
　
道
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
六
九
二
　
二

南
甲

平
九
・
八
・
一
四

敷
島
田

番
地
先
（
望
月
甲
三
郎
方
前
交
差
点

府
　

告
示

富
線
　

）

第
四
一
号

」

を「

四
、
二
四
一

県
道
敷
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
六
九
二

二
　
南
甲
　
平
成
一
三
年
一
二

島
田
富
　
番
地
先
（
新
居
南
交
差
点
）

府
　

月
二
七
日

線
　

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

四
、
六
五
九

町
　
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
三
、
六
〇
五
　
三
　
韮
崎
　
平
一
二
・
四
・
一

大
屋
敷
　
番
地
先
（
鳥
ヶ
池
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
西
　

三

横
町
線
　
側
交
差
点
）

告
示
第
二
一
号

」

を

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
三



「

四
、
六
五
九

町
道
大
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
三
、
六
四
七
　
三

韮
崎

平
成
一
三
年
一
二

屋
敷
横

番
地
先
（
鳥
ヶ
池
交
差
点
）

月
二
七
日

町
線
　

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

四
、
八
二
一

市
道
青

山
梨
市
後
屋
敷
五
六
四
番
地
の
一
先
　
三

日
下

平
成
一
三
年
一
一

梅
支
線
（
東
後
屋
敷
交
差
点
）

部

月
八
日

告
示
第
四
七
号

」

を「

四
、
八
二
一

市
道
青
　
山
梨
市
後
屋
敷
五
六
四
番
地
の
一
先
　
三

日
下

平
成
一
三
年
一
一

梅
支
線

（
東
後
屋
敷
交
差
点
）

部
　

月
八
日

告
示
第
四
七
号

四
、
八
二
二

国
道
一
　
甲
府
市
横
根
町
九
五
一
番
地
の
二
先
　
一

甲
府

平
成
一
三
年
一
二

四
〇
号

（
英
和
学
院
前
ロ
ー
タ
リ
ー
入
口
交
　

月
二
七
日

差
点
）

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
三

国
道
一
　
甲
府
市
横
根
町
九
四
九
番
地
の
二
先
　
一

甲
府

平
成
一
三
年
一
二

四
〇
号

（
英
和
学
院
入
口
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
四

市
道

甲
府
市
横
根
町
九
四
六
番
地
の
二
先
　
一

甲
府

平
成
一
三
年
一
二

（
英
和
学
院
正
門
前
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
五

町
道
一
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井
阿
原
一
、
九
　
一

南
甲

平
成
一
三
年
一
二

一
九
号

〇
三
番
地
三
〇
先
（
㈱
ア
マ
ダ
甲
府
　

府
　

月
二
七
日

線
　

セ
ン
タ
ー
西
側
）

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
六

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
二
、
七
二
　
三

南
甲

平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形

五
番
地
の
六
先
（
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
　

府
　

月
二
七
日

豊
富
線

ー
ド
南
東
角
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
七

県
道
今
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
、
〇
五
四
　
二

小
笠

平
成
一
三
年
一
二

諏
訪
北

番
地
の
一
先
（
芦
沢
秀
樹
方
西
側
交
　

原
　

月
二
七
日

村
線

差
点
）

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
八

町
道
西
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
二
、
〇
八
四
番
地
　
一

小
笠

平
成
一
三
年
一
二

野
九
六

先
（
徳
洲
会
病
院
北
東
角
交
差
点
）

原
　

月
二
七
日

号
線
　

告
示
第
五
五
号

四
、
八
二
九

町
道
中

南
巨
摩
郡
富
沢
町
福
士
二
八
、
五
〇
　
一

南
部

平
成
一
三
年
一
二

島
富
士

七
番
地
の
三
先
（
ス
ナ
ッ
ク
道
化
師
　

月
二
七
日

川
線

南
側
）

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
〇

町
道
二
　
東
八
代
郡
石
和
町
広
瀬
二
〇
四
番
地
　
一

石
和

平
成
一
三
年
一
二

二
号
線

先
（
森
富
雄
方
西
側
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
一

町
道
二
　
東
八
代
郡
石
和
町
唐
柏
五
八
三
番
地
　
一

石
和

平
成
一
三
年
一
二

二
号
線

先
（
マ
ネ
キ
ン
甲
府
北
側
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
二

県
道
石
　
東
八
代
郡
石
和
町
小
石
和
一
、
七
三
　
一

石
和

平
成
一
三
年
一
二

橋
石
和

〇
番
地
の
一
先
（
水
谷
隆
方
南
側
交
　

月
二
七
日

線

差
点
）

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
三
　
県
道
八
　
東
八
代
郡
八
代
町
竹
居
五
六
八
番
地
　
一

石
和

平
成
一
三
年
一
二

代
芦
川

先
（
杉
山
勝
方
南
側
）

月
二
七
日

三
珠
線

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
四

県
道
石
　
東
八
代
郡
八
代
町
北
一
、
七
〇
九
番

一

石
和

平
成
一
三
年
一
二

橋
石
和

地
先
（
サ
ン
マ
ー
ト
八
代
店
西
側
）

月
二
七
日

線
　

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
五

市
道
　

塩
山
市
上
井
尻
一
四
八
番
地
先
（
佐
　
一

塩
山

平
成
一
三
年
一
二

々
木
精
義
方
北
側
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
六

市
道

塩
山
市
藤
木
一
、
八
八
三
番
地
の
一
　
一

塩
山

平
成
一
三
年
一
二

先
（
峡
東
鈑
金
塗
装
南
側
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
七

県
道
都

都
留
市
つ
る
一
丁
目
一
五
番
六
号
先

一

都
留

平
成
一
三
年
一
二

留
イ
ン

（
小
俣
兵
一
方
北
側
交
差
点
）

月
二
七
日

タ
ー
線
　

告
示
第
五
五
号

四
、
八
三
八
　
市
道
四
　
都
留
市
四
日
市
場
七
五
〇
番
地
先
（

一

都
留

平
成
一
三
年
一
二

日
市
場

都
留
第
二
中
学
校
正
門
前
）

月
二
七
日

古
川
渡
　

告
示
第
五
五
号

線

四
、
八
三
九

市
道

都
留
市
下
谷
三
丁
目
四
番
一
〇
号
先
　
一

都
留

平
成
一
三
年
一
二

（
渡
辺
公
広
方
北
側
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
四
〇

村
道

南
都
留
郡
秋
山
村
二
、
三
四
八
番
地
　
二

都
留

平
成
一
三
年
一
二

先
（
秋
山
大
橋
南
詰
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
四
一

市
道
城
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
五
二
八
番
　
一

富
士

平
成
一
三
年
一
二

山
東
五

地
先
（
市
立
病
院
南
側
出
入
口
前
）

吉
田

月
二
七
日

号
線
　

告
示
第
五
五
号

四
、
八
四
二

村
道

南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
一
、
一
六
　
一

富
士

平
成
一
三
年
一
二

四
番
地
先
（
河
口
湖
南
中
学
校
正
門

吉
田

月
二
七
日

前
）

告
示
第
五
五
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
四



四
、
八
四
三

村
道

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
、
〇
九
八
　
一

富
士
　
平
成
一
三
年
一
二

番
地
の
一
先
（
さ
か
な
公
園
前
）

吉
田

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
四
四

村
道

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
七
〇
八
番
　
一

富
士
　
平
成
一
三
年
一
二

地
先
（
㈲
丸
一
高
村
本
店
前
）

吉
田

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

四
、
八
四
五

県
道
河

南
都
留
郡
足
和
田
村
西
湖
二
〇
七
番
　
一

富
士
　
平
成
一
三
年
一
二

口
湖
上

地
の
一
先
（
西
湖
畔
キ
ャ
ン
プ
場
・
　

吉
田

月
二
七
日

九
一
色

西
湖
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
前
）

告
示
第
五
五
号

線

四
、
八
四
六
　
市
道
殿
　
大
月
市
猿
橋
町
殿
上
五
九
四
番
地
先
　
一
　
大
月
　
平
成
一
三
年
一
二

上
線

（
桂
台
下
駅
前
交
差
点
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「

一
、
三

県
　
道

中
巨
摩
郡
白
根
町
上

四
、
七
七
五

車
　
両

五
〇

小
笠

平
成
一
二

六
〇
　

若
草
双
　
今
諏
訪
四
一
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
（
原
付

原

年
一
二
月

葉
線

先
（
開
国
橋
西
交
差

・
け
ん
　

二
八
日

点
）
か
ら

引
①
②
　

告
示
第
五

中
巨
摩
郡
八
田
村
野

③
を
除
　

四
号

牛
島
一
、
四
一
二
番

く
。）

地
先
（
現
道
と
の
丁

字
路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「

一
、
三

県
道
若
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
上
　
四
、
六
三
五
　
車
両（

五
〇

小
笠
　
平
成
一
三

六
〇

草
双
葉

今
諏
訪
四
一
三
番
地

原
付
・

原

年
一
二
月

線

先
（
開
国
橋
西
交
差

け
ん
引
　

二
七
日

点
）
か
ら
中
巨
摩
郡

①
②
③
　

告
示
第
五

八
田
村
野
牛
島
一
、

を
除
く
　

五
号

四
一
二
番
地
先
（
現

。）

道
と
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
四

県
　
道

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
　
二
、
〇
〇
〇
　
車
両

五
〇

小
笠

平
八
・
五

二
一

若
草
双

田
二
、
一
五
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
（
原
付
　

原

・
二
三

葉
線
　

先
（
五
味
盛
吉
方
西
　

・
け
ん
　

告
示

側
交
差
点
）
か
ら

引
①
②
　

第
二
五
号

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤

③
を
除

田
二
、
〇
八
五
番
地
　

く
。）

先
（
三
木
正
男
方
所

有
畑
西
側
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
四

県
道
若

中
巨
摩
郡
若
草
町
浅
　
二
、
九
九
〇
　
車
両
（

五
〇

小
笠

平
成
一
三

二
一
　

草
双
葉

原
一
九
七
番
地
の
一
　

原
付
・
　

原
　

年
一
二
月

線
　

先
（
浅
原
橋
西
交
差
　

け
ん
引
　

二
七
日

点
）
か
ら
中
巨
摩
郡

①
②
③
　

告
示
第
五

若
草
町
鏡
中
条
三
三

を
除
く
　

五
号

三
番
地
の
一
先
（
ふ

。）

れ
あ
い
公
園
西
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
四

県
　
道

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

一
、
八
二
五

車
　
両

四
〇

小
笠

平
二
・
六

八
六
　

若
草
双

中
条
三
三
三
番
地
の
　

（
原
付
　

原
・
三

葉
線

一
先
（
小
山
巌
方
西
　

・
け
ん
　

告
示

方
十
字
路
交
差
点
）

引
①
②
　

第
二
五
号

か
ら

を
除
く

中
巨
摩
郡
白
根
町
上

。）

今
諏
訪
三
八
三
番
地

先
（
サ
ト
ウ
オ
ー
ト

シ
ョ
ッ
プ
北
側
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
四

県
道
若
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

一
、
八
二
五

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

八
六
　

草
双
葉
　
中
条
三
三
三
番
地
の
　

原
付
・
　

原
　

年
一
二
月

線

一
先
（
ふ
れ
あ
い
公
　

け
ん
引
　

二
七
日

園
西
交
差
点
）
か
ら
　

①
②
を
　

告
示
第
五

中
巨
摩
郡
白
根
町
上

除
く
。

五
号

今
諏
訪
四
一
三
番
地

）

先
（
開
国
橋
西
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
五

市
　
道
　
山
梨
市
鴨
居
寺
二
三
　
二
、
一
〇
〇

車
　
両

四
〇

日
下

平
成
一
二

一
七
　

鴨
居
寺
　
九
番
地
先
（
市
民
体
　

（
原
付

部

年
一
二
月

東
後
屋
　
育
館
東
交
差
点
）
か

・
け
ん

塩
山

一
四
日

敷
線
　

ら

引
②
③
　

告
示
第
五

市
　
道

塩
山
市
下
塩
後
三
九
　

を
除
く
　

一
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
五



東
後
屋
　
九
番
地
先
（
土
橋
秋

。）

敷
小
屋
　
男
方
東
側
交
差
点
）

敷
線
　

ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
五
　
市
道
鴨

山
梨
市
鴨
居
寺
二
三
　
二
、
四
七
〇

車
両（

四
〇

日
下
　
平
成
一
三

一
七
　

居
寺
東
　
九
番
地
先
（
市
民
体
　

原
付
・

部

年
一
二
月

後
屋
敷
　
育
館
東
交
差
点
）
か

け
ん
引

塩
山

二
七
日

線

ら
山
梨
市
東
後
屋
敷

②
③
を
　

告
示
第
五

市
道
東

五
六
四
番
地
の
一
先

除
く
。

五
号

後
屋
敷

（
東
後
屋
敷
交
差
点

）

小
屋
敷

）
ま
で

一
号
線

市
道
東

後
屋
敷

小
屋
敷

二
号
線

市
道
下

塩
後
三

六
号
線

」

に
、

「

一
、
五

コ
モ
ア

北
都
留
郡
上
野
原
町
　
九
五
〇

車
両（

三
〇

上
野
　
平
成
一
三

二
八

西
一
一
　
四
方
津
二
、
五
七
六
　

け
ん
引

原

年
一
一
月

号
線

番
地
の
二
四
二
先（

③
を
除

一
日

コ
モ
ア
ル
ー
プ
線
と

く
。）

告
示
第
四

の
十
字
路
交
差
点
）

四
号

か
ら
北
都
留
郡
上
野

原
町
四
方
津
二
、
五

一
八
番
地
の
四
先
（

県
道
野
田
尻
四
方
津

停
車
場
線
と
の
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

を「

一
、
五

コ
モ
ア
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
　
九
五
〇

車
両（

三
〇

上
野
　
平
成
一
三

二
八

西
一
一
　
四
方
津
二
、
五
七
六
　

け
ん
引

原

年
一
一
月

号
線
　

番
地
の
二
四
二
先（

③
を
除

一
日

コ
モ
ア
ル
ー
プ
線
と

く
。）

告
示
第
四

の
十
字
路
交
差
点
）

四
号

か
ら
北
都
留
郡
上
野

原
町
四
方
津
二
、
五

一
八
番
地
の
四
先
（

県
道
野
田
尻
四
方
津

停
車
場
線
と
の
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
五

県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
　
二
二
〇

車
両（

四
〇

南
甲
　
平
成
一
三

二
九

崎
櫛
形
　
井
阿
原
一
、
六
四
一
　

原
付
・

府

年
一
二
月

豊
富
線
　
番
地
の
七
先
（
内
回
　

け
ん
引
　

二
七
日

（
新
山

り
本
線
分
離
部
）
か
　

②
③
を
　

告
示
第
五

梨
環
状
　
ら
中
巨
摩
郡
田
富
町
　

除
く
。

五
号

道
路
田
　
山
之
神
三
、
五
三
四
　

）

富
西
ラ
　
番
地
の
一
先
（
田
富

ン
プ
内
　
西
ラ
ン
プ
交
差
点
）

オ
フ
ラ

ま
で

ン
プ
ウ

ェ
イ
）

一
、
五

県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
　
二
三
五

車
両（

四
〇

南
甲
　
平
成
一
三

三
〇
　

崎
櫛
形
　
之
神
三
、
五
三
四
番
　

原
付
・

府

年
一
二
月

豊
富
線
　
地
の
一
先
（
田
富
西

け
ん
引
　

二
七
日

（
新
山

ラ
ン
プ
交
差
点
）
か

②
③
を
　

告
示
第
五

梨
環
状
　
ら
中
巨
摩
郡
田
富
町
　

除
く
。

五
号

道
路
田
　
臼
井
阿
原
一
、
六
四

）

富
西
ラ
　
一
番
地
の
一
一
先
（

ン
プ
内
　
外
回
り
本
線
合
流
部

オ
ン
ラ

）
ま
で

ン
プ
ウ

ェ
イ
）

一
、
五
　
県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
町
臼

九
四
〇

車
両

六
〇
　
南
甲
　
平
成
一
三

三
一
　

崎
櫛
形
　
井
阿
原
一
、
六
四
一
　

府

年
一
二
月

豊
富
線
　
番
地
の
一
一
先
（
本

小
笠

二
七
日

（
新
山

線
合
流
部
）
か
ら
中
　

原

告
示
第
五

梨
環
状
　
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
　

五
号

道
路
外
　
条
二
、
一
二
九
番
地

回
り
）

先
（
本
線
分
離
部
）

ま
で

一
、
五

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

一
、
〇
二
〇

車
両

六
〇
　
南
甲
　
平
成
一
三

三
二
　

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
六
一
番

府

年
一
二
月

豊
富
線

地
の
一
先
（
本
線
合

小
笠
　
二
七
日

（
新
山

流
部
）
か
ら
中
巨
摩
　

原

告
示
第
五

梨
環
状
　
郡
田
富
町
臼
井
阿
原
　

五
号

道
路
内
　
一
、
六
四
一
番
地
の

回
り
）

七
先
（
本
線
分
離
部

）
ま
で

一
、
五

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
三
三
五

車
両（

四
〇

小
笠
　
平
成
一
三

三
三
　

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
六
五
番
　

原
付
・
　

原

年
一
二
月

豊
富
線
　
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ

け
ん
引
　

二
七
日

（
新
山

入
口
交
差
点
）
か
ら
　

②
③
を
　

告
示
第
五

梨
環
状
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

除
く
。

五
号

道
路
若
　
中
条
二
、
一
四
一
番

）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
六



草
ラ
ン
　
地
先
（
Ｄ
ラ
ン
プ
ウ

プ
内
Ａ
　
ェ
イ
と
の
接
続
部
）

ラ
ン
プ
　
ま
で

ウ
ェ
イ

）

一
、
五

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

三
三
五

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

三
四
　

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
四
一
番

原
付
・
　

原

年
一
二
月

豊
富
線
　
地
先
（
Ｄ
ラ
ン
プ
ウ

け
ん
引
　

二
七
日

（
新
山

ェ
イ
と
の
接
続
部
）

②
③
を
　

告
示
第
五

梨
環
状
　
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
　

除
く
。

五
号

道
路
若
　
町
鏡
中
条
二
、
一
六
　

）

草
ラ
ン
　
五
番
地
先
（
若
草
ラ

プ
内
Ａ
　
ン
プ
入
口
交
差
点
）

ラ
ン
プ
　
ま
で

ウ
ェ
イ

）

一
、
五

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
二
七
〇

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

三
五
　

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
六
〇
番

原
付
・
　

原
　

年
一
二
月

豊
富
線
　
地
の
一
先
（
Ａ
ラ
ン
　

け
ん
引
　

二
七
日

（
新
山

プ
ウ
ェ
イ
と
の
分
離
　

②
③
を
　

告
示
第
五

梨
環
状
　
部
）
か
ら
中
巨
摩
郡
　

除
く
。

五
号

道
路
若
　
若
草
町
鏡
中
条
二
、

）

草
ラ
ン
　
一
六
一
番
地
の
一
先

プ
内
Ｂ
　
（
内
回
り
本
線
合
流

ラ
ン
プ
　
部
）
ま
で

ウ
ェ
イ

）

一
、
五

県
道
韮

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
二
七
〇

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

三
六
　

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
二
九
番
　

原
付
・
　

原
　

年
一
二
月

豊
富
線
　
地
先
（
外
回
り
本
線
　

け
ん
引
　

二
七
日

（
新
山

分
離
部
）
か
ら
中
巨
　

②
③
を
　

告
示
第
五

梨
環
状
　
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
　

除
く
。

五
号

道
路
若
　
二
、
一
四
一
番
地
先
　

）

草
ラ
ン
　
（
Ａ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ

プ
内
Ｄ
　
と
の
接
続
部
）
ま
で

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

一
、
五
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

一
一
五

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

三
七

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
五
六
番
　

原
付
・

原
　

年
一
二
月

豊
富
線
　
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
　

け
ん
引

二
七
日

梨
環
状
　
交
差
点
）
か
ら
中
巨
　

②
③
を

告
示
第
五

道
路
若
　
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
　

除
く
。

五
号

草
ラ
ン
　
二
、
一
八
〇
番
地
先
　

）

プ
内
Ｆ
　
（
Ｂ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ

ラ
ン
プ

と
の
合
流
部
）
ま
で

ウ
ェ
イ

）

一
、
五

町
道
櫛
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
一
、
三
〇
〇

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

三
八
　

形
若
草
　
中
条
二
八
三
番
地
先
　

原
付
・
　

原
　

年
一
二
月

線

（
下
今
井
交
差
点
）

け
ん
引
　

二
七
日

か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
　

②
③
を
　

告
示
第
五

町
下
今
井
三
〇
五
番

除
く
。

五
号

地
の
一
先
（
今
井
西
　

）

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
五

町
道
西
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
西

三
五
〇

車
両（

四
〇

小
笠

平
成
一
三

三
九
　

野
九
六
　
野
二
、
三
三
〇
番
地
　

原
付
・
　

原
　

年
一
二
月

号
線
　

先
（
総
合
病
院
入
口
　

け
ん
引
　

二
七
日

交
差
点
）
か
ら
中
巨

②
③
を
　

告
示
第
五

摩
郡
白
根
町
西
野
二
　

除
く
。

五
号

、
〇
五
四
番
地
の
一
　

）

先
（
芦
沢
秀
樹
方
西

側
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
五

市
道
笛
　
東
八
代
郡
石
和
町
川
　
三
、
八
〇
〇

車
両（

三
〇

石
和

平
成
一
三

四
〇
　

吹
川
右
　
中
島
一
一
〇
番
地
の
　

け
ん
引
　

日
下

年
一
二
月

岸
線
　

四
先
（
川
中
島
交
差
　

③
を
除

部
　

二
七
日

町
道
一
　
点
）
か
ら
山
梨
市
万
　

く
。）

告
示
第
五

一
三
号
　
力
一
、
八
三
九
番
地
　

五
号

線
　

の
四
先
（
根
津
橋
西

県
道
一
　
交
差
点
）
ま
で
の
両

宮
山
梨
　
側

線

一
、
五

市
道
西
　
塩
山
市
熊
野
一
三
六
　
一
、
三
〇
〇

車
両（

四
〇

塩
山

平
成
一
三

四
一
　

野
原
三
　
番
地
先
（
国
道
四
一
　

原
付
・
　

年
一
二
月

九
号
線
　
一
号
と
の
丁
字
路
交
　

け
ん
引
　

二
七
日

農
道
　

差
点
）
か
ら
塩
山
市
　

②
③
を
　

告
示
第
五

西
野
原
四
二
五
番
地
　

除
く
。

五
号

先
（
清
水
政
喜
方
西
　

）

側
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
五

県
道
塩
　
塩
山
市
牛
奥
二
、
〇
　
一
、
二
〇
〇

車
両（

四
〇

塩
山

平
成
一
三

四
二
　

山
勝
沼
　
一
〇
番
地
の
二
先
（

原
付
・
　

年
一
二
月

線
　

鈴
木
正
範
方
西
側
）

け
ん
引
　

二
七
日

市
道
山
　
か
ら
東
山
梨
郡
勝
沼
　

②
③
を
　

告
示
第
五

本
線
　

町
山
一
、
五
六
五
番
　

除
く
。

五
号

地
の
七
先
（
小
沢
電
　

）

気
商
会
西
側
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
五

県
道
戸

都
留
市
法
能
一
、
一
　
二
、
九
五
〇

車
両（

三
〇

都
留

平
成
一
三

四
三
　

沢
谷
村
　
六
四
番
地
先
（
都
留
　

け
ん
引
　

年
一
二
月

線
　

バ
イ
パ
ス
北
交
差
点
　

③
を
除
　

二
七
日

市
道
戸

）
か
ら
都
留
市
戸
沢
　

く
。）

告
示
第
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
七



沢
山
線
　
八
七
四
番
地
先
（
芭
　

五
号

蕉
月
待
ち
の
湯
バ
ス

停
前
）
ま
で
の
両
側

一
、
五

市
道
城
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田

七
五
〇

車
両（

四
〇

富
士

平
成
一
三

四
四
　

山
東
五
　
一
、
七
二
三
番
地
の
　

原
付
・
　

吉
田

年
一
二
月

号
線

二
先
（
イ
ッ
ツ
モ
ア
　

け
ん
引
　

二
七
日

城
山
店
北
東
角
交
差
　

②
③
を
　

告
示
第
五

点
）
か
ら
富
士
吉
田
　

除
く
。

五
号

市
上
吉
田
一
、
四
三
　

）

四
番
地
の
二
先
（
関

真
方
東
側
）
ま
で
の

両
側

一
、
五

村
道

南
都
留
郡
忍
野
村
忍

一
、
一
八
〇
　
車
両（

四
〇

富
士

平
成
一
三

四
五
　

草
二
、
九
一
一
番
地
　

原
付
・

吉
田

年
一
二
月

の
一
先
（
天
野
武
方
　

け
ん
引
　

二
七
日

東
側
）
か
ら
南
都
留

②
③
を
　

告
示
第
五

郡
山
中
湖
村
梨
が
原

除
く
。

五
号

一
、
二
一
二
番
地
の

）

一
九
先
（
自
衛
隊
入

口
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「

四
〇
三

県
　
道

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤

二
、
〇
〇
〇

車
　
両
　
終
日

小
笠

平
八
・
五

若
草
双
　
田
二
、
一
五
三
番
地
　

原

・
二
三

葉
線

先
（
五
味
盛
吉
方
西
　

告
示

側
交
差
点
）
か
ら
　

第
二
五
号

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤

田
二
、
〇
八
五
番
地

先
（
三
木
正
男
方
所

有
畑
西
側
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

を「

四
〇
三

県
道
若

中
巨
摩
郡
若
草
町
浅

九
、
四
三
〇

車
　
両
　
終
日

小
笠

平
成
一
三

草
双
葉

原
一
九
七
番
地
の
一
　

原
　

年
一
二
月

線
　

先
（
浅
原
橋
西
交
差
　

二
七
日

点
）
か
ら
中
巨
摩
郡
　

告
示
第
五

八
田
村
野
牛
島
一
、

五
号

四
一
二
番
地
先
（
現

道
と
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

四
一
八

県
　
道

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
六
、
五
八
〇

車
　
両

終
日
　
小
笠

平
成
一
二

若
草
双
　
中
条
三
三
三
番
地
の
　

原
　

年
一
二
月

葉
線
　

一
先
（
小
山
巌
方
西
　

二
八
日

方
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
五

か
ら
　

四
号

中
巨
摩
郡
八
田
村
野

牛
島
一
、
四
一
二
番

地
先
（
現
道
と
の
丁

字
路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「

四
一
八
　
削
除
　

小
笠

平
成
一
三

原
　

年
一
二
月

二
七
日

告
示
第
五

五
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「

六
五
三

村
　
道

北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
地
内
バ
ス

長
　
坂

四
九
・
四
・
一
一

停
西
側
　

一
六
号

」

を「

六
五
三

削
除
　

長
坂
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

六
八
八

町
　
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
一
二
八
番
地

鰍
　
沢

四
九
・
四
・
一
一

の
一
先
（
川
久
保
元
蔵
方
東
側
）

一
六
号

六
八
九
　
町
　
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
一
三
六
番
地

鰍
　
沢

四
九
・
四
・
一
一

の
八
先
（
斉
藤
勘
一
方
西
側
）

一
六
号

」

を「

六
八
八

削
除

鰍
沢
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
八



告
示
第
五
五
号

六
八
九
　

削
除

鰍
沢

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

九
四
八

県
　
道

都
留
市
上
谷
二
丁
目
四
番
一
五
号
先

都
　
留
　
五
四
・
三
・
三
〇

高
畑
谷
　

一
九
号

村
停
車

場
線

九
四
九

県
　
道

都
留
市
上
谷
二
丁
目
五
番
二
〇
号
先
　
都
　
留

五
四
・
三
・
三
〇

一
九
号

」

を「

九
四
八

削
除
　

都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

九
四
九

削
除
　

都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

一
、
〇
五
三
　
町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
三
、
七

上
野
原

四
九
・
四
・
一

五
五
番
地
先
（
加
藤
松
男
方
北
側
）

一
六
号

一
、
〇
五
四
　
町
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
三
、
八

上
野
原

四
九
・
四
・
一

三
五
番
地
先
（
朝
日
化
学
東
側
）

一
六
号

」

を「

一
、
〇
五
三

削
除

上
野
原

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

一
、
〇
五
四

削
除

上
野
原

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

一
、
九
七
九

町
　
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
久
保
三
四
六
番

鰍
　
沢

五
一
・
九
・
二
七

戸
川
添
　
地
先
（
鮪
田
黎
明
方
東
側
）

三
二
号

一
号
線

」

を「

一
、
九
七
九

削
除

鰍
沢

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

三
、
二
一
九

町
　
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
九
番
地
先

鰍
　
沢
　
五
四
・
一
・
二
五

（
大
久
保
敏
志
方
東
側
）

三
号

三
、
二
二
〇
　
町
　
道
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
久
保
三
四
五
番

鰍
　
沢

五
四
・
一
・
二
五

地
先
（
伊
藤
清
麻
呂
方
西
側
）

三
号

」

を「

三
、
二
一
九

削
除

鰍
沢
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

三
、
二
二
〇

削
除
　

鰍
沢
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

三
、
三
五
六
　
市
　
道

塩
山
市
上
井
尻
六
〇
七
番
地
先
（
飯

塩
　
山

五
四
・
一
・
二
五

（
清
水

島
章
方
南
側
）

三
号

寺
西
交

差
点
）

三
、
三
五
七
　
市
　
道
　
塩
山
市
上
井
尻
五
四
七
番
地
先
（
飯

塩
　
山
　
五
四
・
一
・
二
五

（
清
水

島
譲
治
方
西
側
）

三
号

寺
西
交

差
点
）

三
、
三
五
八
　
市
　
道

山
梨
市
下
井
尻
二
〇
五
番
地
の
一
先

日
下
部

五
四
・
一
・
二
五

（
清
水
　
（
植
原
至
山
所
有
田
東
側
）

三
号

寺
西
交

差
点
）

三
、
三
五
九
　
市
　
道

山
梨
市
下
井
尻
二
〇
七
番
地
先
（
依

日
下
部

五
四
・
一
・
二
五

（
清
水

田
美
芳
所
有
桃
畑
北
側
）

三
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
八
九



寺
西
交

差
点
）

」

を「

三
、
三
五
六
　

削
除
　

塩
山

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

三
、
三
五
七
　

削
除
　

塩
山

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

三
、
三
五
八
　

削
除

日
下
部

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

三
、
三
五
九

削
除
　

日
下
部

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

六
、
二
二
九

市
　
道

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
〇
五
四
番

富
士
吉

五
九
・
九
・
一
〇

吉
祥
寺
　
地
先
（
中
沢
組
南
側
）

田
　

四
三
号

線

六
、
二
三
〇

市
　
道
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
、
〇
五
三
番
　
富
士
吉
　
五
九
・
九
・
一
〇

吉
祥
寺
　
地
先
（
和
光
徳
太
郎
北
側
）

田
　

四
三
号

線

」

を「

六
、
二
二
九

削
除

富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

田
　

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

六
、
二
三
〇

削
除
　

富
士
吉
　
平
成
一
三
年
一
二

田
　

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

七
、
三
四
四

市
　
道
　
甲
府
市
向
町
三
八
七
番
地
先
（
萩
原

南
甲
府

六
三
・
二
・
二
九

和
一
方
南
側
）

六
号

七
、
三
四
五

市
　
道
　
甲
府
市
向
町
四
二
七
番
地
の
二
先（

南
甲
府
　
六
三
・
二
・
二
九

清
水
春
子
方
北
側
）

六
号

」

を「

七
、
三
四
四

削
除
　

南
甲
府
　
平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

七
、
三
四
五

削
除
　

南
甲
府
　
平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

七
、
五
五
一
　
町
　
道
　
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
向
新
田
三
、

市
　
川

六
三
・
一
一
・
一

七
五
九
番
地
の
一
先
（
市
川
大
門
バ
　

〇

イ
パ
ス
と
の
交
差
点
）

二
八
号

」

を「

七
、
五
五
一
　

削
除

市
　
川
　
平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

八
、
二
四
六

市
　
道
　
甲
府
市
和
戸
町
一
四
五
番
地
先
（「

甲
　
府
　
平
四
・
八
・
六

保
坂
武
」
方
北
側
）

三
二
号

八
、
二
四
七
　
市
　
道
　
甲
府
市
和
戸
町
四
九
〇
番
地
先
（「

甲
　
府
　
平
四
・
八
・
六

吉
井
巌
」
方
南
側
）

三
二
号

」

を「

八
、
二
四
六

削
除
　

甲
府
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

八
、
二
四
七

削
除
　

甲
府

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

八
、
七
〇
六
　
県
　
道
　
南
都
留
郡
秋
山
村
三
、
二
三
五
番
地

都
　
留

平
七
・
三
・
一
六

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
〇



四
日
市
　
先
（
秋
山
ト
ン
ネ
ル
南
側
）

告
示

場
上
野
　

第
一
五
号

原
線

」

を「

八
、
七
〇
六

削
除
　

都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

九
、
一
二
五

県
　
道
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
一
、
六
九
二

南
甲
府
　
平
九
・
八
・
一
四

敷
島
田
　
番
地
先
（
望
月
甲
三
郎
方
東
側
・
北
　

告
示

富
線

進
車
両
）

第
四
一
号

」

を「

九
、
一
二
五

削
除
　

南
甲
府
　
平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

九
、
九
五
二
　
町
　
道
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
竜
地
三
、
六
〇
五

韮
　
崎
　
平
一
二
・
四
・
一

登
美
団
　
番
地
先
（
鳥
ヶ
池
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
西
　

三
　

地
大
屋
　
側
交
差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示

敷
線
　

第
二
一
号

」

を「

九
、
九
五
二

削
除
　

韮
崎
　

平
成
一
三
年
一
二

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

」

に
、

「

一
〇
、
三
〇
五

町
道
　

西
八
代
郡
六
郷
町
宮
原
五
三
一
番
地

市
川
　

平
成
一
三
年
一
一

先
（
井
上
宰
将
方
北
西
角
交
差
点
西

月
八
日

側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
四
七
号

」

を「

一
〇
、
三
〇
五

町
道

西
八
代
郡
六
郷
町
宮
原
五
三
一
番
地

市
川
　

平
成
一
三
年
一
一

先
（
井
上
宰
将
方
北
西
角
交
差
点
西
　

月
八
日

側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
四
七
号

一
〇
、
三
〇
六
　
国
道
一
　
甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番
地
先
（
十
　
甲
府
　

平
成
一
三
年
一
二

四
〇
号
　
郎
橋
西
交
差
点
左
折
導
流
部
出
口
・
　

月
二
七
日

東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
〇
七
　
国
道
一
　
甲
府
市
横
根
町
九
四
六
番
地
の
二
先
　
甲
府
　

平
成
一
三
年
一
二

四
〇
号
（
英
和
学
院
正
門
前
交
差
点
南
側
・
　

月
二
七
日

北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
〇
八
　
町
道
一
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
一
〇
五
　
南
甲
府
　
平
成
一
三
年
一
二

〇
号
線
　
番
地
先
（
築
地
新
居
北
交
差
点
左
折
　

月
二
七
日

導
流
部
出
口
・
東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
〇
九
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井
阿
原
一
、
五
　
南
甲
府
　
平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形

七
七
番
地
の
四
三
先
（
山
梨
貨
物
自

月
二
七
日

豊
富
線
　
動
車
北
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

（
新
山

梨
環
状

道
路
連

絡
道
路

）

一
〇
、
三
一
〇
　
町
道
　

中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
二
、
七
二
　
南
甲
府

平
成
一
三
年
一
二

五
番
地
の
六
先
（
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ

月
二
七
日

ー
ド
西
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
一
一
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
二
、
一
四
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形
　
一
番
地
先
（
Ｄ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の

月
二
七
日

豊
富
線
　
接
続
部
北
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

（
新
山

梨
環
状

道
路
若

草
ラ
ン

プ
内
Ａ

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

一
〇
、
三
一
二
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
二
、
一
八
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形
　
〇
番
地
先
（
Ｂ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
と
の
　

月
二
七
日

豊
富
線
　
合
流
部
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

（
新
山

梨
環
状

道
路
若

草
ラ
ン

プ
内
Ｆ

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
一



一
〇
、
三
一
三
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
一
、
五
〇
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

崎
櫛
形
　
六
番
地
先
（
油
川
下
流
側
道
橋
西
詰
　

月
二
七
日

豊
富
線
　
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

（
新
山

梨
環
状

道
路
若

草
ラ
ン

プ
連
絡

道
路
）

一
〇
、
三
一
四
　
町
道
　

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
三
、
四
四
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

六
番
地
先
（
小
野
一
方
南
側
・
東
進
　

月
二
七
日

車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
一
五
　
町
道
　

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
二
、
〇
二
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

五
番
地
先
（
新
山
梨
環
状
道
路
若
草
　

月
二
七
日

ラ
ン
プ
南
方
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
十
　

告
示
第
五
五
号

字
路
交
差
点
西
側
・
東
進
車
両
）

一
〇
、
三
一
六
　
町
道
　

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
二
、
一
五
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

三
番
地
先
（
五
味
盛
吉
方
北
側
・
西
　

月
二
七
日

進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
一
七
　
町
道
西

中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
、
〇
五
四

小
笠
原

平
成
一
三
年
一
二

野
九
六
　
番
地
の
一
先
（
芦
沢
秀
樹
方
西
側
交
　

月
二
七
日

号
線
　

差
点
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
一
八
　
町
道
　

中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
、
〇
八
四
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

番
地
先
（
徳
洲
会
病
院
北
東
角
交
差
　

月
二
七
日

点
西
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
一
九
　
町
道
　

中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
、
二
九
四
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二

番
地
の
一
先
（
徳
洲
会
病
院
北
東
角
　

月
二
七
日

交
差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
〇
　
村
道
泉
　
北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
九
、
二
四
　
長
坂
　

平
成
一
三
年
一
二

川
線
　

八
番
地
先
（
斉
藤
義
治
方
南
方
交
差
　

月
二
七
日

点
東
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
一
　
村
道
泉
　
北
巨
摩
郡
大
泉
村
西
井
出
八
六
〇
番
　
長
坂
　

平
成
一
三
年
一
二

川
線
　

地
の
一
先
（
斉
藤
義
治
方
南
方
交
差
　

月
二
七
日

点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
二
　
県
道
高
　
南
巨
摩
郡
富
沢
町
福
士
二
四
、
五
五
　
南
部
　

平
成
一
三
年
一
二

瀬
富
沢
　
九
番
地
の
二
先
（
中
華
料
理
珍
竹
林
　

月
二
七
日

線
　

南
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
三
　
町
道
　

東
八
代
郡
石
和
町
八
田
四
九
〇
番
地
　
石
和
　

平
成
一
三
年
一
二

の
五
四
先
（
石
和
タ
ク
シ
ー
北
側
・
　

月
二
七
日

東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
四
　
町
道
　

東
八
代
郡
石
和
町
川
中
島
一
、
六
〇
　
石
和
　

平
成
一
三
年
一
二

七
番
地
の
一
二
一
先
（
依
田
酒
店
西
　

月
二
七
日

側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
五
　
町
道
　

東
八
代
郡
一
宮
町
国
分
四
一
五
番
地
　
石
和
　

平
成
一
三
年
一
二

の
一
先
（
小
林
志
げ
子
方
西
側
・
北

月
二
七
日

進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
六
　
町
道
　

東
八
代
郡
一
宮
町
竹
原
田
七
一
八
番
　
石
和
　

平
成
一
三
年
一
二

地
先
（
古
屋
雅
巳
方
西
側
・
南
進
車
　

月
二
七
日

両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
七
　
町
道
　

東
八
代
郡
一
宮
町
中
尾
一
、
四
二
九
　
石
和
　

平
成
一
三
年
一
二

番
地
先
（
萩
原
誠
方
東
側
・
北
進
車
　

月
二
七
日

両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
八
　
村
道
　

東
八
代
郡
境
川
村
石
橋
二
、
〇
九
二
　
石
和
　

平
成
一
三
年
一
二

番
地
先
（
Ｊ
Ａ
境
川
村
東
側
・
北
進
　

月
二
七
日

車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
二
九
　
市
道
　

山
梨
市
上
神
内
川
一
、
五
四
九
番
地
　
日
下
部
　
平
成
一
三
年
一
二

先
（
平
山
義
重
方
東
側
・
北
進
車
両
　

月
二
七
日

）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
三
〇
　
市
道
　

山
梨
市
上
神
内
川
一
、
五
二
〇
番
地
　
日
下
部
　
平
成
一
三
年
一
二

先
（
小
林
信
夫
方
西
側
・
北
進
車
両
　

月
二
七
日

）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
三
一
　
市
道
市
　
山
梨
市
上
神
内
川
一
、
三
八
〇
番
地
　
日
下
部

平
成
一
三
年
一
二

役
所
前
　
先
（
万
力
大
橋
東
詰
・
北
進
車
両
）

月
二
七
日

通
り
線
　

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
三
二
　
県
道
下
　
東
山
梨
郡
春
日
居
町
桑
戸
一
、
五
九
　
日
下
部

平
成
一
三
年
一
二

神
内
川
　
五
番
地
の
一
先
（
笛
吹
川
右
岸
線
と
　

月
二
七
日

石
和
温
　
の
丁
字
路
交
差
点
西
側
・
東
進
車
両
　

告
示
第
五
五
号

泉
停
車

）

場
線
（

桑
戸
バ

イ
パ
ス

側
道
）

一
〇
、
三
三
三
　
町
道
　

東
山
梨
郡
牧
丘
町
倉
科
四
、
一
九
八
　
日
下
部

平
成
一
三
年
一
二

番
地
先
（
前
島
茂
方
東
側
・
南
進
車
　

月
二
七
日

両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
三
四
　
市
道
　

塩
山
市
西
広
門
田
二
〇
七
番
地
の
二
　
塩
山
　

平
成
一
三
年
一
二

先
（
三
科
嘉
徳
方
東
側
・
南
進
車
両
　

月
二
七
日

）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
三
五
　
市
道
　

塩
山
市
西
広
門
田
七
六
番
地
の
一
先
　
塩
山
　

平
成
一
三
年
一
二

（
那
須
喜
家
方
東
側
・
北
進
車
両
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
二



一
〇
、
三
三
六
　
市
道
　

塩
山
市
下
塩
後
三
五
四
番
地
先
（
中
　
塩
山
　

平
成
一
三
年
一
二

村
政
勝
方
北
側
・
東
進
車
両
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
三
七
　
農
道
花
　
塩
山
市
西
野
原
三
九
四
番
地
先
（
淡
　
塩
山
　

平
成
一
三
年
一
二

園
地
区
　
野
薫
方
東
側
・
南
進
車
両
）

月
二
七
日

幹
線
一
　

告
示
第
五
五
号

号
線

一
〇
、
三
三
八
　
農
道
花
　
塩
山
市
西
野
原
九
九
番
地
の
一
先（

塩
山
　

平
成
一
三
年
一
二

園
地
区
　
中
川
公
貴
方
東
側
・
北
進
車
両
）

月
二
七
日

幹
線
一
　

告
示
第
五
五
号

号
線

一
〇
、
三
三
九
　
市
道
　

塩
山
市
下
於
曽
一
、
三
二
五
番
地
先
　
塩
山
　

平
成
一
三
年
一
二

（
ク
ロ
ガ
ネ
ヤ
塩
山
店
駐
車
場
南
側

月
二
七
日

・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
〇
　
市
道
　

都
留
市
夏
狩
三
、
三
八
七
番
地
先（

都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

山
梨
日
立
建
機
㈱
東
側
・
南
進
車
両
　

月
二
七
日

）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
一
　
市
道
　

都
留
市
小
形
山
一
一
番
地
の
四
先（

都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

㈱
山
梨
龍
電
社
東
側
・
北
進
車
両
）

月
二
七
日

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
二
　
村
道
　

南
都
留
郡
秋
山
村
二
、
三
四
八
番
地
　
都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

先
（
秋
山
大
橋
南
詰
交
差
点
北
側
・
　

月
二
七
日

南
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
三
　
村
道
　

南
都
留
郡
秋
山
村
二
、
三
四
八
番
地
　
都
留
　

平
成
一
三
年
一
二

先
（
秋
山
大
橋
南
詰
交
差
点
北
東
側
　

月
二
七
日

・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
四
　
市
道
山
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
二
、
五
六
九
番

富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

口
線
　

地
先
（
お
茶
屋
町
東
交
差
点
丁
字
路
　
田
　

月
二
七
日

交
差
点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
五
　
市
道
西
　
富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘
三
丁
目
一
番
一

富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

丸
尾
三
　
〇
号
先
（
道
志
屋
倉
庫
西
側
・
南
進
　
田
　

月
二
七
日

号
線
　

車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
六
　
市
道
西
　
富
士
吉
田
市
と
き
わ
台
一
丁
目
七
番

富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

丸
尾
三
　
二
八
号
先
（
興
亜
火
災
海
上
保
険
㈱
　
田
　

月
二
七
日

号
線
　

富
士
吉
田
支
社
西
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
七
　
市
道
武
　
富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘
三
丁
目
一
番
一

富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

蔵
六
号
　
五
号
先
（
ハ
ダ
カ
シ
竜
ヶ
丘
店
北
側
　
田
　

月
二
七
日

線

・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
八
　
市
道
武
　
富
士
吉
田
市
竜
ヶ
丘
三
丁
目
五
番
三

富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

蔵
六
号
　
七
号
先
（
和
食
飛
鳥
南
側
・
東
進
車
　
田
　

月
二
七
日

線
　

両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
四
九
　
村
道
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
九
〇
〇
番
地
　
富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

の
四
四
先
（
居
酒
屋
大
福
南
側
交
差
　
田
　

月
二
七
日

点
西
側
・
東
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
〇
　
村
道
　

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
九
〇
〇
番
地
　
富
士
吉

平
成
一
三
年
一
二

の
四
四
先
（
居
酒
屋
大
福
南
側
交
差
　
田
　

月
二
七
日

点
東
側
・
西
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
一
　
市
道
　

大
月
市
大
月
町
真
木
七
六
〇
番
地
の
　
大
月
　

平
成
一
三
年
一
二

一
先
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
大
月
工
場
従
業
員
第
　

月
二
七
日

二
駐
車
場
東
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
二
　
市
道
　

大
月
市
大
月
町
真
木
七
七
四
番
地
の
　
大
月
　

平
成
一
三
年
一
二

一
先
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
大
月
工
場
従
業
員
第
　

月
二
七
日

一
駐
車
場
東
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
三
　
市
道
　

大
月
市
大
月
町
真
木
七
七
八
番
地
の
　
大
月
　

平
成
一
三
年
一
二

一
先
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
大
月
工
場
従
業
員
第
　

月
二
七
日

一
一
駐
車
場
南
側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
四
　
市
道
　

大
月
市
大
月
町
真
木
七
七
九
番
地
の
　
大
月
　

平
成
一
三
年
一
二

六
先
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
大
月
工
場
従
業
員
第
　

月
二
七
日

一
一
駐
車
場
西
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
五
　
市
道
猿
　
大
月
市
七
保
町
下
和
田
八
三
〇
番
地
　
大
月
　

平
成
一
三
年
一
二

橋
北
線
　
先
（
古
見
金
弥
方
東
側
・
北
進
車
両
　

月
二
七
日

）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
六
　
市
道
　

大
月
市
猿
橋
町
殿
上
四
〇
三
番
地
の
　
大
月
　

平
成
一
三
年
一
二

一
先
（
久
島
久
子
方
西
側
・
南
進
車
　

月
二
七
日

両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
七
　
町
道
　

北
都
留
郡
上
野
原
町
鶴
川
一
、
四
〇
　
上
野
原
　
平
成
一
三
年
一
二

九
番
地
先
（
市
川
リ
ー
ス
東
側
・
南
　

月
二
七
日

進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
八
　
町
道
　

北
都
留
郡
上
野
原
町
新
田
一
、
〇
九
　
上
野
原
　
平
成
一
三
年
一
二

八
番
地
先
（
有
賀
義
人
方
南
側
・
東
　

月
二
七
日

進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
五
九
　
町
道
　

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
一
、
七
　
上
野
原

平
成
一
三
年
一
二

八
八
番
地
先
（
白
倉
光
雄
方
南
側
・
　

月
二
七
日

南
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
、
三
六
〇
　
村
道
　

北
都
留
郡
小
菅
村
三
、
九
三
二
番
地
　
上
野
原

平
成
一
三
年
一
二

先
（
奥
秋
製
作
所
西
側
・
南
進
車
両
　

月
二
七
日

）

告
示
第
五
五
号

」

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
三



別
表
第
十
七
中

「

一
、
一
八
八
　
県
　
道
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
　
二
、
〇
〇
〇
　
車
両
　
終
日

小
笠

平
八
・
五

若
草
双

藤
田
二
、
一
五
三
　

原

・
二
三

葉
線
　

番
地
先
（
五
味
盛
　

告
示

吉
方
西
側
交
差
点
　

第
二
五
号

）
か
ら

中
巨
摩
郡
若
草
町

藤
田
二
、
〇
八
五

番
地
先
（
三
木
正

男
方
所
有
畑
西
側

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

を「

一
、
一
八
八
　
県
道
若
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
　
九
、
四
三
〇
　
車
両
　
終
日

小
笠

平
成
一
三

草
双
葉

浅
原
一
九
七
番
地
　

原

年
一
二
月

線

の
一
先
（
浅
原
橋
　

二
七
日

西
交
差
点
）
か
ら
　

告
示
第
五

中
巨
摩
郡
八
田
村
　

五
号

野
牛
島
一
、
四
一

二
番
地
先
（
現
道

と
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
二
三
一
　
県
　
道
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
　
六
、
五
八
〇
　
車
両
　
終
日

小
笠

平
成
一
二

若
草
双
　
鏡
中
条
三
三
三
番

原

年
一
二
月

葉
線

地
の
一
先
（
小
山
　

二
八
日

巌
方
西
方
十
字
路
　

告
示
第
五

交
差
点
）
か
ら
　

四
号

中
巨
摩
郡
八
田
村

野
牛
島
一
、
四
一

二
番
地
先
（
現
道

と
の
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
二
三
一

削
除

小
笠

平
成
一
三

原
　

年
一
二
月

二
七
日

告
示
第
五

五
号

」

に
、

「

一
、
二
六
一
　
市
　
道

山
梨
市
鴨
居
寺
二

二
、
一
〇
〇
　
車
両
　
終
日

日
下

平
成
一
二

鴨
居
寺
　
三
九
番
地
先
（
市

部

年
一
二
月

東
後
屋

民
体
育
館
東
交
差
　

塩
山

一
四
日

敷
線
　

点
）
か
ら
　

告
示
第
五

市
　
道
　
塩
山
市
下
塩
後
三
　

一
号

東
後
屋
　
九
九
番
地
先
（
土

敷
小
屋
　
橋
秋
男
方
東
側
交

敷
線
　

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「

一
、
二
六
一
　
市
道
鴨
　
山
梨
市
鴨
居
寺
二
　
二
、
四
七
〇
　
車
両
　
終
日

日
下

平
成
一
三

居
寺
東

三
九
番
地
先
（
市
　

部

年
一
二
月

後
屋
敷

民
体
育
館
東
交
差
　

塩
山

二
七
日

線
　

点
）
か
ら
山
梨
市
　

告
示
第
五

市
道
東
　
東
後
屋
敷
五
六
四

五
号

後
屋
敷
　
番
地
の
一
先
（
東

小
屋
敷
　
後
屋
敷
交
差
点
）

一
号
線
　
ま
で

市
道
東

後
屋
敷

二
号
線

市
道
下

塩
後
三

六
号
線

」

に
、

「

一
、
二
六
九

コ
モ
ア

北
都
留
郡
上
野
原
　
九
五
〇
　

車
両
　
終
日

上
野

平
成
一
三

西
一
一
　
町
四
方
津
二
、
五

原
　

年
一
一
月

号
線

七
六
番
地
の
二
四
　

一
一
日

二
先
（
コ
モ
ア
ル
　

告
示
第
四

ー
プ
線
と
の
十
字
　

四
号

路
交
差
点
）
か
ら

北
都
留
郡
上
野
原

町
四
方
津
二
、
五

一
八
番
地
の
四
先

（
県
道
野
田
尻
四

方
津
停
車
場
線
と

の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
二
六
九

コ
モ
ア
　
北
都
留
郡
上
野
原
　
九
五
〇

車
両
　
終
日
　
上
野
　
平
成
一
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
四



西
一
一

町
四
方
津
二
、
五
　

原

年
一
一
月

号
線
　

七
六
番
地
の
二
四
　

一
一
日

二
先
（
コ
モ
ア
ル
　

告
示
第
四

ー
プ
線
と
の
十
字
　

四
号

路
交
差
点
）
か
ら

北
都
留
郡
上
野
原

町
四
方
津
二
、
五

一
八
番
地
の
四
先

（
県
道
野
田
尻
四

方
津
停
車
場
線
と

の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
二
七
〇
　
国
道
一
　
甲
府
市
横
根
町
九
　
一
二
〇

車
両

終
日

甲
府
　
平
成
一
三

四
〇
号
　
六
四
番
地
先
（
十
　

年
一
二
月

（
西
関

郎
橋
西
交
差
点
）

二
七
日

東
連
絡
　
か
ら
甲
府
市
横
根
　

告
示
第
五

道
路
）

町
九
四
九
番
地
の
　

五
号

二
先
（
英
和
学
院

入
口
交
差
点
）

一
、
二
七
一

町
道
櫛

中
巨
摩
郡
若
草
町

一
、
三
〇
〇

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三

形
若
草
　
鏡
中
条
二
八
三
番

原
　

年
一
二
月

線
　

地
先
（
下
今
井
東
　

二
七
日

交
差
点
）
か
ら
中
　

告
示
第
五

巨
摩
郡
若
草
町
下
　

五
号

今
井
三
〇
五
番
地

の
一
先
（
下
今
井

西
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
七
二

町
道
西

中
巨
摩
郡
白
根
町
　
三
五
〇

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三

野
九
六
　
西
野
二
、
三
三
〇

原

年
一
二
月

号
線
　

番
地
先
（
総
合
病
　

二
七
日

院
入
口
交
差
点
）

告
示
第
五

か
ら
中
巨
摩
郡
白
　

五
号

根
町
西
野
二
、
〇

五
四
番
地
の
一
先

（
芦
沢
秀
樹
方
西

側
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
七
三
　
市
道

山
梨
市
上
神
内
川
　
一
四
五

車
両
　
終
日
　
日
下
　
平
成
一
三

一
、
五
四
九
番
地

部

年
一
二
月

先
（
平
山
義
重
方
　

二
七
日

東
側
）
か
ら
山
梨
　

告
示
第
五

市
上
神
内
川
一
、

五
号

五
二
〇
番
地
先
（

小
林
信
夫
方
東
側

）
ま
で
の
両
側

一
、
二
七
四

市
道
西
　
塩
山
市
熊
野
一
三
　
一
、
三
〇
〇

車
両
　
終
日
　
塩
山
　
平
成
一
三

野
原
三
　
六
番
地
先
（
国
道

年
一
二
月

九
号
線
　
四
一
一
号
と
の
丁
　

二
七
日

農
道
　

字
路
交
差
点
）
か
　

告
示
第
五

ら
塩
山
市
西
野
原
　

五
号

四
二
五
番
地
先
（

清
水
正
喜
方
西
側

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
二
七
五

県
道
塩
　
塩
山
市
牛
奥
二
、

一
、
二
〇
〇

車
両
　
終
日
　
塩
山
　
平
成
一
三

山
勝
沼
　
〇
一
〇
番
地
の
二
　

年
一
二
月

線
　

先
（
鈴
木
政
範
方
　

二
七
日

市
道
山
　
西
側
）
か
ら
東
山
　

告
示
第
五

本
線
　

梨
郡
勝
沼
町
山
一
　

五
号

、
五
六
五
番
地
の

七
先
（
小
沢
電
気

商
会
西
側
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
二
七
六
　
県
道
戸

都
留
市
法
能
一
、

二
、
九
五
〇

車
両

終
日
　
都
留
　
平
成
一
三

沢
谷
村
　
一
六
四
番
地
先
（

年
一
二
月

線
　

都
留
バ
イ
パ
ス
北
　

二
七
日

市
道
戸
　
交
差
点
）
か
ら
都
　

告
示
第
五

沢
山
線
　
留
市
戸
沢
八
七
四
　

五
号

番
地
先
（
芭
蕉
月

待
ち
の
湯
バ
ス
停

前
）
ま
で
の
両
側

一
、
二
七
七

市
道
横
　
富
士
吉
田
市
上
吉
　
一
、
一
〇
〇

車
両
　
終
日
　
富
士
　
平
成
一
三

町
熊
穴
　
田
五
一
番
地
先
（

吉
田

年
一
二
月

線
　

市
営
上
宿
団
地
二
　

二
七
日

市
道
下
　
七
号
棟
南
側
）
か
　

告
示
第
五

り
山
線
　
ら
富
士
吉
田
市
上
　

五
号

吉
田
四
、
五
〇
八

番
地
の
二
一
先
（

桑
原
方
前
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
七
八
　
市
道
団

富
士
吉
田
市
上
吉
　
九
〇

車
両
　
終
日
　
富
士
　
平
成
一
三

子
石
中
　
田
四
、
二
九
三
番

吉
田

年
一
二
月

原
線
　

地
の
一
〇
先
（
伊
　

二
七
日

藤
義
昭
方
西
側
）

告
示
第
五

か
ら
富
士
吉
田
市
　

五
号

上
吉
田
四
、
二
九

三
番
地
の
一
〇
先

（
市
営
西
吉
田
団

地
一
号
棟
東
側
）

ま
で
の
両
側

一
、
二
七
九
　
市
道
山

富
士
吉
田
市
上
吉
　
七
五
〇

車
両
　
終
日
　
富
士
　
平
成
一
三

城
東
五
　
田
一
、
七
二
三
番

吉
田

年
一
二
月

号
線
　

地
の
二
先
（
イ
ッ
　

二
七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
五



ツ
モ
ア
城
山
店
北

告
示
第
五

東
角
交
差
点
）
か

五
号

ら
富
士
吉
田
市
上

吉
田
一
、
四
三
四

番
地
の
二
先
（
関

真
方
東
側
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
八
〇
　
村
道
　

南
都
留
郡
忍
野
村
　
一
、
一
八
〇

車
両
　
終
日
　
富
士
　
平
成
一
三

忍
草
二
、
九
一
一
　

吉
田
　
年
一
二
月

番
地
の
一
先
（
天
　

二
七
日

野
武
方
東
側
）
か
　

告
示
第
五

ら
南
都
留
郡
山
中
　

五
号

湖
村
梨
が
原
一
、

二
一
二
番
地
の
一

九
先
（
自
衛
隊
入

口
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
八
一
　
市
道
久
　
大
月
市
猿
橋
町
藤
　
六
〇
〇

車
両
　
終
日
　
大
月
　
平
成
一
三

保
日
月
　
崎
一
、
一
一
六
番
　

年
一
二
月

線
　

地
先
（
佐
藤
光
央
　

二
七
日

方
東
方
）
か
ら
大
　

告
示
第
五

月
市
富
浜
町
鳥
沢

五
号

七
五
番
地
の
一
先

（
曙
橋
東
詰
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
二
八
二
　
市
道
鳥
　
大
月
市
富
浜
町
鳥
　
五
五
〇

車
両
　
終
日
　
大
月
　
平
成
一
三

沢
小
篠
　
沢
三
、
五
〇
四
番
　

年
一
二
月

線
　

地
先
（
遠
堀
橋
北
　

二
七
日

詰
国
道
二
〇
号
と
　

告
示
第
五

の
丁
字
路
交
差
点
　

五
号

）
か
ら
大
月
市
富

浜
町
鳥
沢
三
、
二

五
一
番
地
先
（
虹

吹
橋
北
詰
）
ま
で

の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
八
中

「

六
三
　
第
一
号

中
巨
摩
郡
白
根
町
飯
　
　
　
三
一
五
　
車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
二
年
一

集
落
道

野
四
、
六
一
四
番
地
　

原

二
月
一
四
日

路
　

先
（
桃
花
橋
）

告
示
五
一
号

」

を「

六
三
　
第
一
号
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
飯

三
一
五
　

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
二
年
一

集
落
道
　
野
四
、
六
一
四
番
地
　

原
　

二
月
一
四
日

路
　

先
（
桃
花
橋
）

告
示
第
五
一
号

六
四
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
　
二
二
〇
　

車
両
　
終
日
　
南
甲
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
井
阿
原
一
、
六
四
一

府

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
番
地
の
七
先
（
内
回

告
示
第
五
五
号

（
新
山

り
本
線
分
離
部
）
か

梨
環
状
　
ら
中
巨
摩
郡
田
富
町

道
路
田
　
山
之
神
三
、
五
三
四

富
西
ラ
　
番
地
の
一
先
（
田
富

ン
プ
内
　
西
ラ
ン
プ
交
差
点
）

オ
フ
ラ
　
ま
で

ン
プ
ウ

ェ
イ
）

六
五
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
山
　
二
三
五
　

車
両
　
終
日
　
南
甲
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
之
神
三
、
五
三
四
番
　

府
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
地
の
一
先
（
田
富
西
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
ラ
ン
プ
交
差
点
）
か

梨
環
状
　
ら
中
巨
摩
郡
田
富
町

道
路
田
　
臼
井
阿
原
一
、
六
四

富
西
ラ
　
一
番
地
の
一
一
先
（

ン
プ
内
　
外
回
り
本
線
合
流
部

オ
ン
ラ
　
）
ま
で

ン
プ
ウ

ェ
イ
）

六
六
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
　
九
四
〇
　

車
両
　
終
日
　
南
甲
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
井
阿
原
一
、
六
四
一
　

府
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
番
地
の
一
一
先
（
本
　

小
笠
　
告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
線
合
流
部
）
か
ら
中
　

原

梨
環
状
　
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中

道
路
外
　
条
二
、
一
二
九
番
地

回
り
）

先
（
本
線
分
離
部
）

ま
で

六
七
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
一
、
〇
二
〇

車
両
　
終
日
　
南
甲
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
六
一
番
　

府
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
地
の
一
先
（
本
線
合
　

小
笠
　
告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
流
部
）
か
ら
中
巨
摩
　

原

梨
環
状
　
郡
田
富
町
臼
井
阿
原

道
路
外
　
一
、
六
四
一
番
地
の

回
り
）

七
先
（
本
線
分
離
部

）
ま
で

六
八

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
三
三
五

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
四
一
番
　

原
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
入
口
交
差
点
）
か
ら

梨
環
状
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡

道
路
若
　
中
条
二
、
一
四
一
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
六



草
ラ
ン
　
地
先
（
Ｄ
ラ
ン
プ
ウ

プ
内
Ａ
　
ェ
イ
と
の
接
続
部
）

ラ
ン
プ
　
ま
で

ウ
ェ
イ

）

六
九
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
三
三
五

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
四
一
番

原
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
地
先
（
Ｄ
ラ
ン
プ
ウ
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
ェ
イ
と
の
接
続
部
）

梨
環
状
　
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草

道
路
若
　
町
鏡
中
条
二
、
一
六

草
ラ
ン
　
五
番
地
先
（
若
草
ラ

プ
内
Ａ
　
ン
プ
入
口
交
差
点
）

ラ
ン
プ
　
ま
で

ウ
ェ
イ

）

七
〇

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
二
七
〇

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
六
〇
番

原
　

二
月
二
七
日

豊
富
線

地
の
一
先
（
Ａ
ラ
ン
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山

プ
ウ
ェ
イ
と
の
分
離

梨
環
状
　
部
）
か
ら
中
巨
摩
郡

道
路
若
　
若
草
町
鏡
中
条
二
、

草
ラ
ン
　
一
六
一
番
地
の
一
先

プ
内
Ｂ
　
（
内
回
り
本
線
合
流

ラ
ン
プ
　
部
）
ま
で

ウ
ェ
イ

）

七
一

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
二
七
〇

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
二
九
番

原
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
地
先
（
外
回
り
本
線
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
分
離
部
）
か
ら
中
巨

梨
環
状
　
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

道
路
若
　
二
、
一
四
一
番
地
先

草
ラ
ン
　
（
Ａ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ

プ
内
Ｄ
　
と
の
接
続
部
）
ま
で

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

七
二
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
　
一
一
五

車
両
　
終
日
　
小
笠
　
平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
中
条
二
、
一
五
六
番
　

原
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山
　
交
差
点
）
か
ら
中
巨

梨
環
状
　
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条

道
路
若
　
二
、
一
八
〇
番
地
先

草
ラ
ン
　
（
Ｂ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ

プ
内
Ｆ
　
と
の
合
流
部
）
ま
で

ラ
ン
プ

ウ
ェ
イ

）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「

一
四
九
　
町
道
文
　
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
一
、
七
七
六
番
　
市
川
　
　
平
成
一
三
年
一
一
月
八

教
通
り

地
先
（
郡
農
協
前
交
差
点
）
か
ら
西
八

日

向
新
田
　
代
郡
市
川
大
門
町
三
、
四
八
一
番
地
先

告
示
第
四
七
号

線
　

（
新
田
橋
東
詰
交
差
点
）
ま
で
の
両
側

歩
道
（
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「

一
四
九
　
町
道
文
　
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
一
、
七
七
六
番
　
市
川

平
成
一
三
年
一
一
月
八

教
通
り
　
地
先
（
郡
農
協
前
交
差
点
）
か
ら
西
八
　

日

向
新
田
　
代
郡
市
川
大
門
町
三
、
四
八
一
番
地
先
　

告
示
第
四
七
号

線
　

（
新
田
橋
東
詰
交
差
点
）
ま
で
の
両
側

歩
道
（
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

一
五
〇
　
国
道
一
　
甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番
地
先
（
十
郎
　
甲
府
　

平
成
一
三
年
一
二
月
二

四
〇
号
　
橋
西
交
差
点
）
か
ら
甲
府
市
横
根
町
九
　

七
日

（
西
関

四
九
番
地
の
二
先
（
英
和
学
院
入
口
交
　

告
示
第
五
五
号

東
連
絡
　
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
一
二
〇
メ

道
路
）

ー
ト
ル
）

一
五
一
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
地
内
釜
無
川
　
南
甲
府

平
成
一
三
年
一
二
月
二

崎
櫛
形
　
大
橋
歩
道
部
東
詰
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
　
小
笠
原
　
七
日

豊
富
線
　
町
鏡
中
条
地
内
釜
無
川
大
橋
歩
道
部
西
　

告
示
第
五
五
号

詰
ま
で
の
歩
道
（
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

一
五
二
　
県
道
若

中
巨
摩
郡
若
草
町
浅
原
一
九
七
番
地
の
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

草
双
葉

一
先
（
浅
原
橋
西
交
差
点
）
か
ら
中
巨
　

七
日

線
　

摩
郡
八
田
村
野
牛
島
一
、
四
一
二
番
地
　

告
示
第
五
五
号

先
（
現
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側
歩
道
（
九
、
三
四
〇
メ
ー
ト
ル

）

一
五
三

県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
二
、
一
六
五
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

崎
櫛
形
　
番
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
入
口
交
差
点
）

七
日

豊
富
線
　
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
一
、
五

告
示
第
五
五
号

（
新
山

〇
四
番
地
の
二
先
（
油
川
上
流
側
道
橋

梨
環
状
　
西
詰
）
ま
で
の
歩
道
（
四
二
〇
メ
ー
ト

道
路
若
　
ル
）

草
ラ
ン

プ
北
側

歩
道
）

一
五
四
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
二
、
一
二
六
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

崎
櫛
形
　
番
地
先
（
若
草
ラ
ン
プ
入
口
交
差
点
南
　

七
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
七



豊
富
線
　
側
）
か
ら
中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
一
　

告
示
第
五
五
号

（
新
山

、
五
〇
六
番
地
先
（
油
川
下
流
側
道
橋

梨
環
状
　
西
詰
）
ま
で
の
歩
道
（
四
六
〇
メ
ー
ト

道
路
若
　
ル
）

草
ラ
ン

プ
南
側

歩
道
）

一
五
五
　
町
道
西
　
中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
、
三
三
〇
番
　
小
笠
原
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

野
九
六
　
地
先
（
総
合
病
院
入
口
交
差
点
）
か
ら
　

七
日

号
線
　

中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
、
〇
五
四
番
　

告
示
第
五
五
号

地
の
一
先
（
芦
沢
秀
樹
方
西
側
交
差
点

）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
三
五
〇
メ
ー
ト

ル
）

一
五
六
　
市
道
東
　
山
梨
市
東
後
屋
敷
八
九
〇
番
地
の
一
先

日
下
部
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二

後
屋
敷

（
清
水
橋
西
詰
交
差
点
）
か
ら
山
梨
市

七
日

小
屋
敷
　
塩
山
東
後
屋
敷
五
六
四
番
地
の
一
先
（

告
示
第
五
五
号

一
号
線
　
東
後
屋
敷
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道

市
道
東
　
（
一
、
〇
六
五
メ
ー
ト
ル
）

後
屋
敷

二
号
線

市
道
下

塩
後
三

六
号
線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
三
中

「

二
九
　
国
　
道
　
北
巨
摩
郡
双
葉
　
　
二
　
　
　
　
　
同
上
交
　
西
進
　
韮
崎

平
元
・
二
・
九

二
〇
号

町
下
今
井
一
、

差
点
か

す
る

三
号

線
　

八
五
四
番
地
先
　

ら
東
へ
　
車
両

（
下
今
井
交
差
　

五
〇
メ

点
下
り
線
、
東
　

ー
ト
ル
　

へ
五
〇
メ
ー
ト

の
区
間

ル
の
区
間
）

」

を「

二
九
　
国
道
二
　
北
巨
摩
郡
双
葉
　
二
　

同
上
交
　
西
進
　
韮
崎

平
成
元
年
二
月

〇
号
　

町
下
今
井
一
、

差
点
か
　
す
る
　

九
日

八
五
四
番
地
先
　

ら
東
へ
　
車
両
　

告
示
第
三
号

（
下
今
井
交
差
　

五
〇
メ

点
下
り
線
、
東
　

ー
ト
ル

へ
五
〇
メ
ー
ト
　

の
区
間

ル
の
区
間
）

三
〇

県
道
韮

中
巨
摩
郡
田
富
　
二

南
甲

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
町
臼
井
阿
原
一

府
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
、
六
四
一
番
地
　

小
笠
　
告
示
第
五
五
号

（
新
山

の
一
一
先
（
本
　

原

梨
環
状
　
線
合
流
部
）
か

道
路
外
　
ら
中
巨
摩
郡
若

回
り
）

草
町
鏡
中
条
二

、
一
二
九
番
地

先
（
本
線
分
離

部
）
ま
で
（
九

四
〇
メ
ー
ト
ル

）

三
一
　
県
道
韮
　
中
巨
摩
郡
若
草
　
二
　

南
甲

平
成
一
三
年
一

崎
櫛
形
　
町
鏡
中
条
二
、

府
　

二
月
二
七
日

豊
富
線
　
一
六
一
番
地
の
　

小
笠

告
示
第
五
五
号

（
新
山

一
先
（
本
線
合
　

原

梨
環
状
　
流
部
）
か
ら
中

道
路
内
　
巨
摩
郡
田
富
町

回
り
）

臼
井
阿
原
一
、

六
四
一
番
地
の

七
先
（
本
線
分

離
部
）
ま
で
（

一
、
〇
二
〇
メ

ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
四
中

「

一
四
　
国
　
道
　
富
士
吉
田
市
松
山
五
丁
目
一
〇
番
　
当
該
道

富
士

平
成
一
三
年
二
月
一
五

一
三
七

一
三
号
先
（
富
士
吉
田
警
察
署
前

路
上
に

吉
田

日

号
　

）

標
示
し
　

告
示
第
四
号

た
位
置

」

を「

一
四
　
国
道
一
　
富
士
吉
田
市
松
山
五
丁
目
一
〇
番
　
当
該
道

富
士

平
成
一
三
年
二
月
一
五

三
七
号

一
三
号
先
（
富
士
吉
田
警
察
署
前
　
路
上
に

吉
田

日

）

標
示
し
　

告
示
第
四
号

た
位
置

一
五
　
県
道
若

中
巨
摩
郡
若
草
町
藤
田
四
、
五
六
　
当
該
道

小
笠

平
成
一
三
年
一
二
月
二

草
双
葉

七
番
地
の
一
先
（
渡
辺
時
光
方
南
　
路
上
に
　
原
　

七
日

線
　

側
交
差
点
）

標
示
し
　

告
示
第
五
五
号

た
位
置

一
六

市
道
下

塩
山
市
上
於
曽
三
五
〇
番
地
先（

当
該
道

塩
山

平
成
一
三
年
一
二
月
二

於
曽
三
　
塩
山
消
防
署
前
）

路
上
に
　

七
日

七
号
線
　

標
示
し
　

告
示
第
五
五
号

た
位
置

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
八



に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
三
中

「

一
〇
一
　
国
　
　
道
　
甲
府
市
和
戸
町
六
二
六
番
地
先
（
和
　
四
　
平
成
一
二
年
一
二
月
一
四
日

四
一
一
号
　
戸
西
交
差
点
）

告
示
第
五
一
号

」

を「

一
〇
一
　
国
道
四
一
　
甲
府
市
和
戸
町
六
二
六
番
地
先
（
和
　
四
　
平
成
一
三
年
一
二
月
一
四
日

一
号
　

戸
西
交
差
点
）

告
示
第
五
一
号

一
〇
二
　
国
道
一
四
　
甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番
地
先
（
十
　
五
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

〇
号
　

郎
橋
西
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

一
〇
三
　
国
道
一
四
　
甲
府
市
横
根
町
九
五
一
番
地
の
二
先
　
一
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

〇
号
（
西

（
英
和
学
院
前
ロ
ー
タ
リ
ー
入
口
交
　

告
示
第
五
五
号

関
東
連
絡
　
差
点
）

道
路
）

一
〇
四

国
道
一
四
　
甲
府
市
横
根
町
九
四
九
番
地
の
二
先
　
一
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

〇
号
（
西

（
英
和
学
院
入
口
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

関
東
連
絡

道
路
）

」

に
、

「

五
七
　
県
　
　
道
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
、
五
一
四
　
二
　
平
二
・
一
〇
・
一
五

甲
府
市
川
　
番
地
先
（
昭
和
バ
イ
パ
ス
・
昭
和
水
　

二
七
号

大
門
線
　

源
入
口
交
差
点
）

」

を「

五
七
　

県
道
甲
府
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
、
五
一
四
　
三
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

市
川
大
門
　
番
地
先
（
昭
和
水
源
入
口
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

線
（
昭
和

バ
イ
パ
ス

）

」

に
、

「

四
〇
　
国
　
　
道
　
東
八
代
郡
石
和
町
松
本
七
〇
一
番
地
　
三
　
平
一
〇
・
四
・
三
〇

一
四
〇
号
　
の
一
地
先
（
彩
甲
斐
橋
北
詰
交
差
点
　

告
示

）

第
二
二
号

」

を

「

四
〇
　

国
道
一
四

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
七
〇
一
番
地
　
三
　
平
成
一
〇
年
四
月
三
〇
日

〇
号

の
一
先
（
彩
甲
斐
橋
北
詰
交
差
点
）

告
示
第
二
二
号

四
一
　

県
道
山
梨
　
東
八
代
郡
一
宮
町
国
分
一
、
一
六
六
　
一
　
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日

御
坂
線
　

番
地
先
（
四
の
橋
北
詰
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

」

に
改
め
る
。

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の

遊
技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

製
造
又

検

定

番

号

型
式
名

は
輸
入

及

び

区

分

業
者
名

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役
　
回
胴
式
遊
技
機
　
ド
ル
バ
コ

株
式
会
社

一
四
〇
五
三
五

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ヶ
丘
北
町
一
丁
四
　
二
号
（
別
表
第

番
五
号
　

五
）

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
北
斗
　
サ
ミ
ー
株
　
一
〇
〇
四
一
一

里
見
治
　

機
　

の
拳
　

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二
　
規
則
第
六
条
第

三
番
二
号
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社
　

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
パ
チ
　
タ
イ
ヨ
ー
　
一
〇
〇
五
四
五

代
表
取
締
役
　
濱
岡
洋
平
　

機
　

ン
コ
シ
ア
　
エ
レ
ッ
ク

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見
寄
町
一
　
規
則
第
六
条
第
　
タ
ー
Ｘ
　

株
式
会
社

二
五
番
地
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

六
九
九



動
役
物

太
陽
電
子
株
式
会
社
　
代
表
取
締
　
回
胴
式
遊
技
機
　
火
山
　

太
陽
電
子

一
四
〇
四
一
四

役
　
安
井
一
俊
　

規
則
第
六
条
第
　

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
長
先
町
九
　
二
号
（
別
表
第

二
番
地
　

五
）

株
式
会
社
平
和
　
代
表
取
締
役
　

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
・
お
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
四
九
八

中
島
潤
　

機
　

水
の
花
道
　
平
和

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二
丁
目
三
　
規
則
第
六
条
第
　
Ｊ

〇
一
四
番
地
の
八
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
　
代
表
取
締
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
花
満
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
五
二

役
　
井
置
定
男
　

機
　

Ｖ
　

ソ
フ
ィ
ア

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七
丁
目
二
　
規
則
第
六
条
第

〇
一
番
地
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

岡
崎
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
　
回
胴
式
遊
技
機
　
ミ
ラ
ク
ル
　
岡
崎
産
業
　
一
四
〇
五
五
五

役
　
岡
崎
安
弘
　

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

三
重
県
松
坂
市
中
万
町
鐘
突
二
一
　
二
号
（
別
表
第

八
五
番
地
の
二
　

五
）

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役
　

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
フ
ィ
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
一
三

毒
島
秀
行
　

機
　

ー
バ
ー
は
　
三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四
　
規
則
第
六
条
第
　
っ
ち
ん
Ｇ

六
〇
番
地
　

一
号
イ
（
別
表
　
１
５

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
フ
ィ
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
七
〇

役
　
寳
田
久
治
　

機

ー
バ
ー
マ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番
　
規
則
第
六
条
第
　
リ
ン
Ｇ
Ｐ

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
フ
ィ
ー
バ
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
七
一

役
　
寳
田
久
治
　

機

ー
マ
リ
ン

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番
　
規
則
第
六
条
第
　
Ｄ
Ｘ

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
バ
リ
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
八
二

締
役
　
新
井
悠
司
　

機
　

バ
リ
猛
レ
　
ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町
　
規
則
第
六
条
第
　
ー
ス
Ｊ
　

ン

三
丁
目
五
六
番
地
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
ダ
ー
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
三
八

松
元
邦
夫
　

機
　

テ
ィ
ペ
ア
　
藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一
　
規
則
第
六
条
第
　
Ｖ

丁
目
一
番
四
号
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役
　
ぱ
ち
ん
こ
遊
技
　
Ｃ
Ｒ
ダ
ー
　
株
式
会
社
　
一
〇
〇
五
三
九

松
元
邦
夫
　

機
　

テ
ィ
ペ
ア
　
藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一
　
規
則
第
六
条
第
　
Ｒ

丁
目
一
番
四
号
　

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
五
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日

七
〇
〇

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


